
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小松島農業振興地域整備計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月 

 

徳島県小松島市 

 

 

                      

地域指定年度  昭和 45 年度 

計画策定年度  昭和 48 年度 

計画見直し年度  令和 元年度 



 

 

  

  



 

 

  

目 次 

 

はじめに･･････････････････････････････････････････････････････････････････  1 

第１ 農用地利用計画･･････････････････････････････････････････････････････ 2 

１  土地利用区分の方向･････････････････････････････････････････････････････････ 2 

（１）土地利用の方向･････････････････････････････････････････････････････････ 2 

ア  土地利用の構想･･･････････････････････････････････････････････････････････ 2 

イ  農用地区域の設定方針･････････････････････････････････････････････････････ 5 

（２）農業上の土地利用の方向･････････････････････････････････････････････････ 7 

ア  農用地等利用の方針･･･････････････････････････････････････････････････････ 7 

イ  用途区分の構想･･････････････････････････････････････････････････････････10 

ウ  特別な用途区分の構想････････････････････････････････････････････････････ 11 

２  農用地利用計画････････････････････････････････････････････････････････････ 11 

 

第２ 農業生産基盤の整備開発計画･････････････････････････････････････････ 12 

１  農業生産基盤の整備及び開発の方向･･････････････････････････････････････････ 12 

２  農業生産基盤整備開発計画･･･････････････････････････････････････････････････ 13

３  森林の整備その他林業の振興との関連･････････････････････････････････････････ 13

４  他事業との関連･････････････････････････････････････････････････････････････ 14 

 

第３ 農用地等の保全計画･･････････････････････････････････････････････････15

１  農用地等の保全の方向････････････････････････････････････････････････････ ･･･15 

２  農用地等保全整備計画･･･････････････････････････････････････････････････ ････16 

３  農用地等の保全のための活動･････････････････････････････････････････････････ 17 

４  森林の整備その他林業の振興との関連･････････････････････････････････････････ 17 

 

第４ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の    

    促進計画･･････････････････････････････････････････････････････････････18 

１  農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向･･･18 

（１）効率的かつ安定的な農業経営の目標･･･････････････････････････････････････ 18 

（２）農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向･･･････････････ 23 

２  農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用の促進を図るための  

方策･････････････････････････････････････････････････････････････････････････24 

３  森林の整備その他林業の振興との関連･････････････････････････････････････････24 

 

 



 

 

  

第５ 農業近代化施設の整備計画････････････････････････････････････････････26 

１  農業近代化施設の整備の方向･････････････････････････････････････････････････26 

２  農業近代化施設整備計画･････････････････････････････････････････････････････27 

３  森林の整備その他林業の振興との関連･････････････････････････････････････････28 

 

第６  農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画･････････････････････････29 

１  農業を担うべき者の育成・確保施設の整備の方向･･･････････････････････････････29 

２  農業就業者育成・確保施設整備計画･･･････････････････････････････････････････30 

３  農業を担うべき者のための支援の活動･････････････････････････････････････････30 

４  森林の整備その他林業の振興との関連･････････････････････････････････････････31 

 

第７  農業従事者の安定的な就業の促進計画･･････････････････････････････････32 

１  農業従事者の安定的な就業の促進の目標･･･････････････････････････････････････32 

２  農業従事者の安定的な就業の促進を図るための方策･････････････････････････････33 

３  農業従事者就業促進施設計画･････････････････････････････････････････････････33 

４  森林の整備その他林業の振興との関連･････････････････････････････････････････33 

 

第８ 生活環境施設の整備計画･･････････････････････････････････････････････34 

１  生活環境施設の整備の目標･･･････････････････････････････････････････････････34 

２  生活環境施設整備計画･･･････････････････････････････････････････････････････34 

３  森林の整備その他林業の振興との関連･････････････････････････････････････････ 37 

４  その他の施設の整備に係る事業との関連･･･････････････････････････････････････37 

 

第９ 付図････････････････････････････････････････････････････････････････ 38 

別添  

１  土地利用計画図（付図１号）  

２  農業生産基盤整備開発計画図（付図２号）  

３  農用地等保全整備計画図（付図３－１号）（付図３－２号） 

 

別記 農用地利用計画･･････････････････････････････････････････････････････39 

（１）農用地区域･･････････････････････････････････････････････････････････････39 

ア  現況農用地等に係る農用地区域･････････････････････････････････････････････ 39 

（２）用途区分････････････････････････････････････････････････････････････････70 



 

 

1  

はじめに 

 

農業振興地域整備計画は，「農業振興地域の整備に関する法律」（以下「農振法」とい

う。）第８条に基づき，農業振興地域内における土地利用や農業振興を図るために講ずべ

き施策の具体的な方向について定めた計画である。 

「小松島農業振興地域整備計画」（以下「本計画」という。）は，昭和 45 年度に徳島県

知事より農業振興地域の指定を受け，昭和 48 年度に計画策定されたもので，農業上の土

地の有効活用や農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進してきた。 

農振法に基づく変更時期を経過したことから，平成 30 年度に農振法第 12 条の 2 に基

づく農業振興地域整備計画に関する基礎調査を実施し，農業振興地域の実態を総合的に

把握するとともに，近年改正された農振法に対応した適切な計画とするため，本年度（令

和元年度），農振法第 13 条に基づき本計画の変更を行うこととした。 

 

本計画の変更にあたり，国の「農用地等の確保等に関する基本指針」（平成 27 年 12 月）

や県の「農業振興地域整備基本方針」（平成 28 年 10 月），本市の上位計画である「小松

島市第６次総合計画」，「小松島市都市計画マスタープラン」など関連計画との整合性を

図り，農業上の土地利用計画の見直しを行うとともに農業・農村の活性化や他産業との

関わりを考慮しながら，概ね 10 年先（令和 11 年）を見通し，農業振興の基本構想，農

業生産や農業経営等の目標を設定した。 

 

本計画の基本構想や目標設定にあたっては，農業協同組合，土地改良区，農業委員会

等関係機関からの意見や，市内の農業者への意向調査，パブリックコメントによる意見

募集結果等を参考とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「市内の農業者への意向調査」 

平成 30 年 12 月，小松島市水田台帳に登録された農業者を対象としてアンケー

ト方式により「小松島農業振興地域整備計画に関する意向調査」を実施した。  

（アンケート有効回答数 /アンケート配布数： 541 件 /1685 件 回答率 32.1％）  



 

 

2  

第１ 農用地利用計画 

 

１ 土地利用区分の方向 

 

（１）土地利用の方向 

 

ア 土地利用の構想 

小松島市（以下「本市」という。）は，徳島県東部に位置し，市域は南北 8.5km，東

西 9.1km に及ぶ総面積 45.37 ㎢を有している。 

本市は，勝浦川や那賀川からの堆積による小松島平野，立江平野及び坂野平野が広

がっている。北部には日峯山があり北西部は徳島市と接している。西部は四国山系東

端の丘陵地帯で勝浦町と接し，南部は勝浦町境の稜線からの丘陵が東南の肥沃な平野

部に向かって延び，阿南市と接している。市全域は，「徳島東部都市計画 都市計画区

域」に含まれており，市街化区域は約 897ha，市街化調整区域は約 3,640ha である（平

成 30 年 3 月 28 日現在）。 

気候は，温暖多雨の典型的な西南暖地型気候帯に属し，徳島地方気象台による平成

30 年の年間平均気温は 17.1℃，年間降雨量は 1,730mm であった。 

総人口は，平成 27 年国勢調査では 38,755 人であり，世帯数は 15,233 戸であった。

平成 17 年国勢調査との対比では，総人口は 8.0％減少し，世帯数は逆に 1.5％増加し

た。産業別就業人口は 17,549 人であり，第１次産業は 1,461 人（うち農業 1,171 人），

第２次産業は 4,127 人，第３次産業は 11,961 人であった。平成 17 年国勢調査との対

比では，第１次産業は 0.6％減少（うち農業 0.4％減少），第２次産業は 2.5％減少，

第３次産業は 2.7％増加した。 

道路網は，基幹道路として一般国道５５号が南北に縦断し，これに主要地方道徳島

上那賀線（県道１６号），主要地方道小松島港線（県道１７号），主要地方道阿南小松

島線（県道２８号），主要地方道小松島佐那河内線（県道３３号）等が接続し，市内の

主要地区と繋がっている。現在，四国横断自動車道（阿南～徳島東間）は整備中であ

り，小松島インターチェンジ（インターチェンジを以下「ＩＣ」という。）（仮称）及

び立江櫛渕ＩＣ（仮称）設置を予定している。高速交通網の整備によりＩＣ周辺は産

業活動による競争力が一層強化されることになり，土地利用の面では産業構造の大幅

な変化が見込まれている。 

鉄道は，ＪＲ牟岐線が南北に縦断し，市内に中田駅，南小松島駅，阿波赤石駅，立

江駅が設置されている。 

防災・減災対策は，喫緊の課題となっている。南海トラフ巨大地震や局地的集中豪

雨（ゲリラ豪雨）など大規模災害への備えとして，公共施設や民間建造物の耐震化，

雨水排水施設の効果的な整備等を推進し，市民の安全・安心の確保に取り組んでいる。  
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このような背景を持つ本市は，平成 29 年 4 月から実施されている小松島市第６次総

合計画（以下「総合計画」という。）に掲げる目標とする都市像 

 

 

の実現を目指し，計画的かつ総合的な土地利用を推進している。 

本市の農業は，勝浦川，那賀川の両流域に広がる肥沃な土壌に恵まれ，市域の大半

を占める平野部では水稲を主体に施設園芸を複合的に営み，一部中山間地域では果樹

等の農業生産を行っている。近年は，農業従事者の高齢化の進展と担い手の減少が進

み耕作放棄地が増加している。また，グローバルな食市場は急速に拡大し，安価な輸

入農産物等による市場競争が激化している。このため，本市の農業を活力ある産業へ

と成長させていくことが急務となっている。 

このような状況を踏まえ，総合計画で定めた「活気あふれるまちづくり」を基本目

標とし，次に掲げる農業振興構想の実現を目指す。 

①  ブランド産品育成，地産地消及び６次産業化の推進 

②  次世代を担う人材育成を支援 

③  環境に配慮した農林水産業の推進 

④  生産基盤の整備及び保全 

⑤  魅力ある農山漁村づくり 

⑥  中小企業の振興及び企業誘致の推進 

⑦  新規雇用の場の確保 

⑧  農業・農村の防災・減災 

⑨  森林保全 

⑩  都市農地の保全・利活用  

本市の地域特性等から土地利用構想に基づく施策は，次のとおり。 

・ 認定農業者等担い手への農地集積・集約化の加速化や農地の大区画化・汎用化

を進めるため，公益財団法人 徳島県農業開発公社（以下「農地中間管理機構」と

いう。）と連携した農地中間管理事業を活用し，農業生産基盤整備を図る。 

・ 農業水利施設や防災重点ため池は，機能診断に基づく長寿命化，耐震化対策を

進め，安定した施設機能の維持と洪水被害の防止を図る。 

・ 中山間地域等直接支払制度など日本型直接支払制度を活用し，農業・農村の持

つ洪水防止・土壌侵食の防止，良好な景観形成など多面的機能の維持・発揮を図

る。 

・ 地産地消の推進，生物多様性農業，ブランド産品の育成及び６次産業化を進め，

農業の体質強化と活力ある農村地域社会の形成を図る。 

・ 森林保全は，間伐や木材利用の促進，普及啓発等による森林整備促進，人材育

成，担い手の確保，専門職員の雇用（林政アドバイザー）など森林整備に対する

未来へ輝く 希望と信頼のまち こまつしま 
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支援に努める。 

・ 市街化区域内の農地は，良好な都市景観の形成や防災・減災の観点から保全に

向けた取組を進めるとともに， 市民農園など有効利用を視野に入れた土地利用を

図る。 

・ 集団的農地や基盤整備された優良農地は，農業投資を積極的に推進し生産性の

高い農用地区域として保全する。集落内に介在する農用地や自然的条件等から農

業の近代化を図ることが困難な農地については，周辺環境との調和に配慮しつつ

農用地区域から除外する。 

・ 農業振興地域は，市街化調整区域約 3,640ha のうち，規模の大きな森林区域，

港湾隣接地域及び海上自衛隊小松島航空基地とその隣接地域等を除く約 3,526ha

に設定する。 

農業振興地域内の用途別土地利用の目標見通しは，表-1 のとおり。 

 

表-1 農業振興地域内用途別土地利用の目標              単位：  ha，％ 

（注） ( )内は混牧林地面積である。 

区分  

 

 

年次  

農用地  
農業用  

施設用地  
森林・原野  住宅地  工場用地  その他  計  

実  

数  

比

率  

実

数  

比

率  

実  

数  

比  

率  

実  

数  

比

率  

実

数  

比

率  

実  

数  

比

率  

実

数  

比

率  

現在  

令和 8 年

（2026 年）  

1925 .3  54 .6  3 .7  0 .1  
588 .1  

(0 .0 )  

16 .7  

(0 .0 )  
223 .9  6 .3  8 .3  0 .2  776 .7  22 .0  3 ,526  100 .0  

目標  

令和 11 年

（2029 年）  

1 ,914 .3  54 .3  2 .9  0 .1  
588 .1

（0 .0)  

16 .7  

(0 .0 )  
225 .5  6 .4  8 .3  0 .2  786 .9  22 .3  3 ,526  100 .0  

増減  △11 .0   △0.8   0 .0   1 .6   0 .0   10 .2   0 .0   
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イ 農用地区域の設定方針 

（ア）現況農用地についての農用地区域の設定方針  

本市の農業振興地域内にある農用地約 1,925ha のうち，ａ～ｃに該当する農用地

で，次の地域及び地区並びに施設の整備に係る農用地以外の農用地等約 1,821ha に

ついて農用地区域に設定する。 

ａ 集団的に存在する農用地 

10ha 以上の集団的な農用地 

ｂ 次の農業農村整備事業の実施が見込まれる区域内にある土地 

・ 区画整理（ほ場整備） 

・ 農業用用排水路 

・ 農道 

・ 客土・暗渠排水 

ｃ ａ及びｂ以外の土地で，本市農業振興地域における地域の特性に即した農業の

振興を図るため，その土地の農業上の利用を確保することが必要である土地 

・ 野菜類や果樹類など地域の特産物を生産している農地で産地の形成上確保し

ておくことが必要な土地 

・ 農業生産基盤整備事業の実施が予定される土地 

・ 周辺の優良農地の保全や農業水利上の悪影響を防止するため確保する必要が

ある土地 

・ 農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者の経営農地に隣接する一定規模

の土地等，将来当該認定農業者に集積することにより，経営規模の拡大と農業

経営の合理化を図ることが適当な土地 

・ 農業経営基盤強化促進法に基づく特定農業法人が集積することとされている

土地 

・ ただし，ｃの土地であっても，次の土地については農用地区域に含めない。 

(a) 集落区域内に介在する農地 約 61.4ha 

(b) 自然的条件等からみて，農業の近代化を図ることが相当でないと認めら

れる次に掲げる農用地  

・ 立江・櫛渕山地南斜面に介在する概ね傾斜度 1/20 以上の農用地 

約 0.5ha 

・ 本市南，南西，北部林地間に介在する概ね傾斜度 1/10 以上の農用地 

約 82.4ha 

・ 立江川（左岸）と山間部に囲まれる立江町字小田ノ浦，同町字大田ノ浦

の農用地 約 7.4ha 
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・ 市街化区域に隣接する江田町字大江田，前原町字東，中郷町字西久保,

同町字露ノ木， 同町字長手，同町字前田，同町字加藤，小松島町字菖蒲

田，同町字領田，同町字喜来，日開野町字時信，同町字末次の農用地 

約 20.1ha 

・ 勝浦川河川敷内の農用地 約 4.6ha 

・ 市道和田島 50 号線から南側 50ｍ区域内及び坂野地区海岸堤から西側 

50ｍ区域内にかかる農用地 約 0.5ha 

(c) 道路沿線，市街地として開発が進みつつある次の農用地 

・ 主要地方道小松島佐那河内線（県道３３号） 

小松島町字領田 4 番 1 地先から田浦町字中西 3 番 1 地先まで 

約 4.3ha 

・ 一般県道大林津乃峰線（県道１３０号） 

大林町字宮ノ本 88 番 4 地先から同町字高橋 142 番 1 地先まで 

約 1.2ha 

・ 一般国道５５号 

江田町字敷地前 101 番 1 地先から田野町字月ノ輪 90 番地先まで 

約 7.7ha 

田野町字本村 31 番 1 地先から同町字高田 132 番 2 地先まで 

約 0.8ha 

立江町字黒岩 26 番 4 地先から大林町字中津 65 番 1 地先まで 

約 0.8ha 

 

（イ）土地改良施設等の用に供される土地についての農用地区域の設定方針  

本地域にある土地改良施設等のうち，（ア）において農用地区域を設定する方

針とした現況農用地に介在または隣接するものであって，当該農用地と一体的に

保全する必要がある区域を農用地区域に設定する。  

・ 農地中間管理事業及び関連農地整備事業の実施予定区域（和田島町の一部）  

・  県営かんがい排水事業（高収益型）の実施予定区域 (田野町の一部 ) 

 

（ウ）農業用施設用地についての農用地区域の設定方針  

本地域にある農用地施設用地のうち，（ア）において農用地区域を設定する方針

とした現況農用地に介在または隣接し，当該農用地と一体的に保全する必要がある

2ha 以上の農業用施設用地を表-2 のとおり農用地区域に設定する。 
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表-2 2ha 以上の農業用施設用地の農用地区域の設定   

農業用施設の名称  所在（位置） 面積  農業用施設の種類  

園芸栽培施設  
坂野町字楠木，同町字シヅ田  

同町字松木の各一部  
2.2ha ビニールハウス等  

計   2.2ha  

 

（エ）現況森林，原野等についての農用地区域の設定方針  

本地域の森林・原野等の面積は約 588ha であり，その大部分が天然林である。地

形的に急斜面や北側斜面が多く，森林の所有形態は小規模・零細であり，これらの

開発を阻害している。したがって，樹園地の大規模化を進め自立安定農家の育成を

図るため，表-3 のとおり林地約 84ha を農用地区域に設定する。 

 

表-3 現況森林，原野等の農用地区域の設定  

土地の種類  所在 (位置 ) 
所有権者又

は管理者  
面積  用途  備考  

林地  田浦町字西原  私有地  4ha 樹園地  天然林  

林地  田野町字恩山寺谷  私有地  4ha 樹園地  天然林  

林地  

田野町字政所谷  

田野町字天王谷  

田野町字溝ノ木  

私有地  33ha 樹園地  天然林  

林地  櫛渕町  私有地  43ha 樹園地  天然林  

計    84ha   

 

（２）農業上の土地利用の方向  

 

ア 農用地等利用の方針 

本市の農用地区域は約 1,821ha であり，農地約 1,733ha，農業用施設用地約 4ha，森

林・原野等約 84ha で構成されている。平野部では稲作を主体に施設園芸や畜産が，中

山間地域では果樹栽培など多様な農業生産が展開されている。 

京阪神への主要な生鮮食料の供給基地として，需要の動向に即した市場競争力の高

い野菜，果樹，花き及び畜産物のブランド化を推進しているが，農業を取り巻く環境

は厳しく農業従事者の高齢化や担い手不足，農地の減少，安価な輸入農産物等による

市場競争の激化，気候変動による生育環境への影響など社会的・自然的な環境の変化

にも対応しなければならない。 
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また，市街地周辺部における非農業的土地需要の増大や，中山間地域での野生鳥獣

被害の増加によって農地は減少し，農用地区域の維持・保全が課題となっている。 

これらの課題の対策として，農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積円滑化

事業，農地中間管理事業等を活用し認定農業者等担い手を中心とした経営規模の拡大

及び省力化機械等の導入や農作業の受委託による効率的な土地利用を推進する。 

中山間地域においては，野生鳥獣の被害防止に取り組むとともに「中山間地域等直

接支払制度」の導入により農業生産活動等を通じた洪水防止・土壌侵食の防止，良好

な景観形成等の多面的機能を確保し，農地の維持・保全を図る。 

さらに，多様なブランド産品の販売や地産地消を通じた消費者と交流，良好な農村

景観や地域の文化を活かした滞在型グリーンツーリズム等の観光産業を促進し，農地

の保全と有効利用により農地減少の抑制を図る。 

これらの対策により持続的な発展が見込める地域農業・農村の振興を図るためには，

現況の農用地面積を維持し，効率的・効果的に有効活用していくことが必要不可欠で

ある。このため，目標年である令和 11 年（2029 年）に確保すべき農用地区域内農地の

面積を令和 2 年 3 月当時の現況と同じ約 1,818ha に設定する。  

本市は，西から小松島平野，立江平野，坂野平野があり，旧町毎に平野部を有して

いる。農用地区域は，基盤整備の状況や地理的・社会的条件から，次の３地区に大別

し，有効な土地利用に努める。 

 

（ア）小松島地区（Ａ地区）  

本地区は，一般国道５５号より東側に市街地（一部除く。）を有し，北西部は勝浦

川に接し，平野部は稲作を中心に施設園芸（イチゴ，花き）や露地野菜を栽培し，

中山間部の傾斜地ではミカンを生産している。 

田野町や芝生町の平野部は，農業生産基盤整備により稲作に適した優良な農用地

である。 

現況の農用地面積は，農地 664.1ha，農業用施設用地 0.3ha，現況森林・原野のう

ち樹園地用途とする 41.0ha の計 705.4ha である。 

 

（イ）立江地区（Ｂ地区）  

本地区は，立江川流域にあり，立江町・櫛渕町は大規模な農業生産基盤整備によ

り稲作に適した環境が整っている。中山間部は，特産品のヤマモモ，菌床シイタケ

の生産地である。 

現況の農用地面積は，農地 544.6ha，農業用施設用地 1.0ha，現況森林・原野のう

ち樹園地用途とする 43.0ha の計 588.6ha である。 
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（ウ）坂野地区（Ｃ地区）  

本地区は， 隣接する阿南市と一体的・広域的な農業が行われており，水稲，露地

野菜（オクラ，ブロッコリー等）のほか，施設野菜（イチゴ，トマト，キュウリ等）

を栽培している。坂野町は農業生産基盤整備により，稲作や野菜作りに適した優良

農地である。 

現況の農用地面積は，農地 524.9ha，農業用施設用地 2.3ha の計 527.2ha である。 

 

地区別の農用地等利用の方針は，表-4 のとおり。 

 

表-4 農用地等利用の方針                        単位： ha 

 

 

 

 

区分  

地区名  
農地  

採草  

放牧地  

混牧  

林地  

農業用  

施設  

用地  

小計  

森林  

･原野

等  

計  

小松島  

地区  

（Ａ地区）  

現況  

令和 8 年  

（2026 年） 

664.1 0.0 0.0 0.3 664.4 41.0 705.4 

将来  

令和 11 年  

（2029 年） 

666.7 0.0 0.0 0.2 666.9 41.0 707.9 

増減  2.6 0.0 0.0 △0.1 2.5 0.0 2.5 

立江地区

（Ｂ地区）  

現況  

令和 8 年  

（2026 年） 

544.6 0.0 0.0 1.0 545.6 43.0 588.6 

将来  

令和 11 年  

（2029 年） 

537.6 0.0 0.0 0.4 538.0 43.0 581.0 

増減  △7.0 0.0 0.0 △0.6 △7.6 0.0 △7.6 

坂野地区

（Ｃ地区）  

現況  

令和 8 年  

（2026 年） 

524.9 0.0 0.0 2.3 527.2 0.0 527.2 

将来  

令和 11 年  

（2029 年） 

526.4 0.0 0.0 2.3 528.7 0.0 528.7 

増減  1.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 

計  

現況  

令和 8 年  

（2026 年） 

1,733.6 0.0 0.0 3.6 1,737.2 84.0 1,821.2 

将来  

令和 11 年  

（2029 年） 

1,730.7 0.0 0.0 2.9 1,733.6 84.0 1,817.6 

増減  △2.9 0.0 0.0 △0.7 △3.6 0.0 △3.6 
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イ 用途区分の構想 

本市は，西から小松島平野，立江平野，坂野平野があり，旧町毎に平野部を有して

いる。基盤整備の状況や地理的・社会的条件から次の３地区に大別し，有効な土地利

用を推進する。なお，大林町は，基盤整備の一体的整備状況から一般県道大林津乃峰

線（県道１３０号）により分割される西側農用地を立江地区に，東側農用地を坂野地

区に含める。立江町字大田ノ浦は，田浦町字東山，田野町字溝ノ木に隣接する農用地

を小松島地区に含める。地区別の現状と構想は，次のとおり。 

 

図-1 地区分割図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-5 地区別農用地面積 

 

 

 

 

 

地区名  農用地面積  

小松島地区（Ａ地区）  705.4ha 

立江地区（Ｂ地区）  588.6ha 

坂野地区（Ｃ地区）  527.2ha 

計  1821.2ha 

地区界

農業振興地域

農用地区域（田・畑・樹園地）

市街化区域

凡　　例

徳 島

勝 浦

阿 南

徳島小松島港  

小松島地区  

（A 地区） 

立江地区  

（B 地区） 

坂野地区  

（C 地区） 

◎  
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（ア）小松島地区（Ａ地区）  

本地区は，平野部で水稲を中心に施設園芸（イチゴ，花き）や露地野菜を栽培

し，中山間部の傾斜地でミカンを生産している。 

営農条件の良い農地では，認定農業者等による担い手への集積が見られるものの

西部では農地の面的集積は進んでいない。 

今後は，農用地の面的集積と収益性の高い農産物を導入した複合経営化を進め，

農地の有効利用を推進する。 

 

（イ）立江地区（Ｂ地区）  

本地区は，区画整理など基盤整備が行われた平野部で水稲を中心に露地野菜を栽

培し，中山間部でヤマモモ，菌床シイタケを生産している。 

営農条件の良い農地では， 認定農業者等による担い手への集積が見られるものの

全体として面的集積は進んでいない。 

今後は，農用地の面的集積と農業経営の複合化を進め，農地の有効利用を推進す

る。 

 

（ウ）坂野地区（Ｃ地区）  

本地区は，区画整理など基盤整備が進む平野部で水稲を中心に露地野菜，施設野

菜を栽培している。 

営農条件の良い農地では，認定農業者等による担い手への集積が見られるものの

全体として面的集積は進んでいない。 

今後は，農用地の面的集積と施設野菜等の主産地化を進め，農地の有効利用を推

進する。 

 

ウ 特別な用途区分の構想 

本市における特別な用途区分とは，農用地区域内の一定の区域における当該区域の

特性にふさわしい農業の振興を細分化して指定するものであり，現時点では指定され

ていない。しかし，将来を見据え，高生産性農業地域の指定や景観農業振興地域の指

定を受けた場合，必要に応じて農用地等利用の構想を検討する。 

 

２ 農用地利用計画 

別記のとおり 
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第２ 農業生産基盤の整備開発計画  

 

１ 農業生産基盤の整備及び開発の方向  

本市の農地は，農業生産基盤の充実が進められているが，小規模農地の点在や不整形

な農地も多く，加えて狭あいな耕作道も営農に支障を来している。 

農業従事者が農業を継続できる環境を整えるため，区画整理等による農業生産基盤の

充実を図り，農作業の省力化や生産効率の向上を推進する必要がある。 

このため，農地中間管理機構及び各種の助成制度を積極的に活用し，農業の生産産性

の向上や農業経営の安定化を図る。 

水田では，暗渠排水の整備等により排水条件を改善し，畑作が可能な汎用化を進め，

複合経営化による農地の有効利用を推進する。畑地や樹園地では，農道及びかんがい施

設の整備を行い，省力化や効率化を総合的に推進する。 

なお，事業の実施にあたっては，環境との調和に配慮するとともに，良好な景観の保

全・形成に努める。 

地区別の整備及び開発の方向は，次のとおり。 

 

（１）小松島地区（Ａ地区）  

本地区は，一部の地区で小規模農地や不整形な農地の点在が見られ，狭あいな耕作

道等を利用している。また，ほ場内の排水機能が低く，汎用化による畑作物の作付け

に支障を来している。 

このため，未整備農地の区画整理や農道整備を促進し，生産性の効率化・省力化を

図る。また，整備農地においても，暗渠排水の整備等により排水条件を改善し，畑作

が可能な汎用化を進め，複合経営化による農地の有効利用を推進する。  

 

（２）立江地区（Ｂ地区）  

本地区は，区画整理が概ね進展している一方で用排水路や排水機場など農業水利設

の老朽化が進んでいる。  

このため，農業水利施設の改修，再整備等により機能回復を図るとともに，排水条

件の改善により，農地の汎用化を図り，収益性の高い農産物の導入を推進する。また，

畑地や樹園地では，農道及びかんがい施設の整備を行い，農作業の省力化や効率化を

総合的に推進する。 

 

（３）坂野地区（Ｃ地区）  

本地区は，区画整理が進む一方で小規模農地や不整形な農地の点在が見られ，狭あ

いな耕作道等を利用している。水路は用排水路兼用であるため排水機能が低く汎用化

による畑作物の作付けに支障を来している。 
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このため，未整備農地の区画整理により農地の集積・集約化を進め，生産性の効率

化・省力化を図る。また，パイプラインによる用水の安定供給を確保し，農地の汎用

化を図り，収益性の高い農産物の導入を推進する。 

 

２ 農業生産基盤整備開発計画  

本市が関係する農業生産基盤整備開発計画は，表-6 のとおり。 

 

表-6 農業生産基盤整備開発計画   

地区  事業の種類  事業名  事業の概要  

受益の範囲  
対図  

番号  
備考  

受益地区  
受益  

面積  

C 
区画整理  

農用地造成  

農地中間  

管理事業  

区画整理   

農用地造成  
和田島地区  約 17ha １ 

関連農地  

整備事業  

A 

暗渠排水  

用水改良  

排水改良  

区画整理  

県営  

かんがい 

排水事業  

（高収益型）  

暗渠排水  

農業用用排

水施設等  

区画整理  

田野地区  約 26ha ２  

C 
区画整理  

農用地造成  

農地中間  

管理事業  

区画整理   

農用地造成  
黒地地区  約 2.3ha 3 

関連農地  

整備事業  

 

３ 森林の整備その他林業の振興との関連  

徳島県は県産材の増産と利用の拡大を図るため，平成 27 年度から「新次元林業プロジ

ェクト」を掲げ，その一環として「林業生産力倍増のための森林整備事業計画」を定め，

高性能機械の大型化，主伐による搬出量の増加に対応できる林道開設事業及び森林整備

事業の推進に取り組んでいる。 

本市を含む関係市町村では，この計画に基づき，林道の開設や既存林道の維持管理，

農道末端と接続する総合的な森林整備，水資源のかん養など森林の持つ多面的機能の確

保，森林施業の省力化，低コスト化，作業効率の向上が図られている。 

徳島県の「林業生産力倍増のための森林整備事業計画」は，表-7 のとおり。 
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表-7 林業生産力倍増のための森林整備事業計画  

出典：徳島県  農山漁村地域整備計画  （平成 31 年 3 月 15 日） 

 

４ 他事業との関連 

農業生産基盤整備は，総合計画，都市計画マスタープラン及び各分野別計画等におい

て引き続き実施される道路整備や河川整備等の諸事業との連携， 調整を図り， 効率的，

効果的に推進する。 

事業名  

事業実施  

主体  
関係市町村  

計画期間

内の事業

内容  

(工種及

び数量 ) 

工期  

計画期間  

内の 

総事業費  

（千円）  

 

事業型  

事業  

箇所名  

(地区名 ) 

森

林

整

備

事

業  

機能回復

整備事業  

徳島県  

全域  

県，市町村，

森林所有

者，森林組

合等，森林

整備法人，

森林経営計

画認定者，

特定間伐等

促進計画の

実施主体  

徳 島 市 ， 鳴 門

市 ，小 松 島 市 ，

阿南市，吉野川

市 ，阿 波 市 ，美

馬 市 ，三 好 市 ，

勝 浦 町 ， 上 勝

町 ， 佐 那 河 内

村 ，石 井 町 ，神

山 町 ，那 賀 町 ，

美 波 町 ， 牟 岐

町 ，海 陽 町 ，板

野 町 ，上 板 町 ，

つるぎ町，東みよ

し町  

森林整備  

40ha 

平成 27 年度  

（2015） 

～ 

令和元年度

（2019） 

331,200 

林道点検  

診断・  

保全整備

事業  

徳島県  

全域  
市町村  

徳 島 市 ， 鳴 門

市 ，小 松 島 市 ，

阿南市，吉野川

市 ，阿 波 市 ，美

馬 市 ，三 好 市 ，

勝 浦 町 ， 上 勝

町 ， 佐 那 河 内

村 ，石 井 町 ，神

山 町 ，那 賀 町 ，

美 波 町 ， 牟 岐

町 ，海 陽 町 ，板

野 町 ，上 板 町 ，

つるぎ町，東みよ

し町  

点検診断  

50 箇所  

平成 27 年度  

（2015） 

～ 

令和元年度

（2019） 

2,500 
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第３ 農用地等の保全計画  

 

１ 農用地等の保全の方向 

本市は，農業委員及び農地利用最適化推進委員により，耕作放棄地の実態把握と発生

防止・解消や農地の違反転用の防止を目的に，市内全域で「農地パトロール（利用状況

調査）」を実施し，耕作放棄地の解消に取り組んでいる。しかし，農業従事者の高齢化や

後継者不足から，今後も耕作放棄地の増加が懸念されている。 

このため，国の経営所得安定対策制度の利用を促し，農業経営の安定化を図るととも

に，耕作放棄地など利用されていない農地は，農業委員会や東とくしま農業協同組合（以

下「農業協同組合」という。），農地中間管理機構等と連携を図り，意欲ある認定農業

者等の担い手へ農地の集積・集約化を促進し，生産条件に対する支援を行い優良農地の

適切な保全管理を推進する。 

市街地に近接する農地は，都市化や混住化により生活雑排水が地区内の水路に混入し

て農業用水の水質が悪化し，稲作に影響していることから国営総合農地防災事業をはじ

め，各種関連事業により水質保全対策を推進する。 

このために必要な農用地等の保全の方向は，次のとおり。 

・ 国営総合農地防災事業那賀川地区による幹線水路の改修と併せ，関連事業による

区画整理や末端用水路の改修等を実施し，農業水利施設の機能回復と農業用水の水

質保全を図る。 

・ 農業生産基盤整備により担い手へ農地の集積・集約化を促進し，営農条件の向上

を図り，耕作利用率を高めるなど，耕作放棄地の発生防止・解消等に努める。 

・ 「小松島市農業の有する多面的機能発揮の促進に関する計画」※に基づき活動組織

単位の取組を進め，農地の保全を図る。 

・ 集団的農用地を農用地区域として確保し，農業生産基盤整備や機械化の導入等を

進め，都市近郊型の高位生産農業の育成と農用地の保全を図る。 

・ 経年変化による劣化に伴い機能が低下している排水施設は，機能診断調査に基づ

く機能保全対策を進め，排水路と一体的に更新・改修を行い，施設の機能回復と水

管理労力の軽減，維持管理コストの低減を図る。 

・ 防災・減災対策の強化を図る防災重点ため池は，災害による被害が農地のみなら

ず人命，財産等にも及ぶため，老朽化したため池の改修，補強等を推進し，決壊等

による農用地，農業用施設の被災を未然に防止し，国土保全を図る。 

・ 農業の活性化や地球温暖化防止，循環型社会の形成といった課題に対し，バイオ

マスや小水力発電など再生可能エネルギーの有効活用を図る。 

※  「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」（平成 26 年法律第 78 号。

以下「促進法」という。）第６条の規定により，県が作成する基本方針に則して，

本市が平成 27 年 9 月に制定した計画。  
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２ 農用地等保全整備計画 

本市が関係する農用地等保全整備計画は，表-8 のとおり。 

 

表-8 農用地等保全整備計画 

出典：国営農地総合防災事業那賀川地区の概要  （平成 28 年 1 月） 

地区  
事業の  

種類  
事業名  事業の概要  

受益の範囲  対図  

番号  
備考  

受益地区  受益面積  

B，C 
国営総合

農地防災  

国営総合  

農地防災事業  

 

頭首工補修  

１ヶ所 (阿南市 ) 

幹線水路改修  

L=18km 

（うち小松島市  

L=1.1ｋｍ）  

水質浄化施設  

3 ヶ所  

（うち小松島市  

1 ヶ所）  

那 賀 川 地

区  

（阿南市・  

小松島市）  

3,023ha 

(うち    

小松島市  

838ha) 

１ 

平成 8 年度

(1996 年 )～ 

令和 3 年度

(2021 年 ) 

 

B，C 
用水路  

改修  

県営  

農村地域防災  

減災事業  

（水質保全対

策  

事業）  

水路改修  

L=5.0km 

附帯施設  

1 式  

那賀川・ 

小松島地区  
625.3ha ２ 

平成 27 年

度  

(2015 年 )～ 

令和 3 年度  

(2021 年 ) 

C 
用水路  

改修  

県営  

農村地域防災  

減災事業  

（水質保全対

策  

事業）  

水路改修  

L=3.4km 

附帯施設  

1 式  

那賀川・ 

今津地区  
218.5ha 

３ 
(受益

範囲の

み) 

平成 27 年

度  

(2015 年 )～ 

令和 3 年度  

(2021 年 ) 

B，C 

排水機場

新設  

排水路  

新設  

県営  

地盤沈下対策  

事業  

排水機場新設  

1 ヶ所  

排水路新設  

L=6.3ｋｍ 

小松島地区  402ha ４ 

平成 4 年度  

(1992 年 )～ 

令和 2 年度  

(2020 年 ) 

B 
排水機場

改修  

県営  

農業水路等  

長寿命化・防

災減災事業  

（水利施設整

備事業） 

排水機場改修  

1 ヶ所  
石見川地区  273ha ５ 

令和元年度  

(2019 年 )～ 

令和 3 年度  

(2021 年 ) 
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３ 農用地等の保全のための活動 

本市は，耕作放棄地の減少及び発生を抑制するための農用地の保全活動として農用地

の貸し手と借り手に係る情報の集約を図り，両者を結びつけるため農業委員会をはじめ，

農業協同組合，徳島農業支援センターなど関係機関と連携し「人・農地プラン」を推進

するとともに農地中間管理機構を有効活用して農地の集積・集約化を促進する。 

小規模農地や不整形な農地等の理由から農地の集積・集約化ができない場合は「小松

島市農業の有する多面的機能発揮の促進に関する計画」に基づき，水路の草刈りや泥上

げ，農道の補修といった基礎的な保全管理活動を促進するとともに，生物多様性のため

の保全活動や景観形成のための取組を支援する。 

その他，野生鳥獣による農作物等の被害を防止するため，各地区の農業者や猟友会，

農業協同組合，行政等で組織する「小松島市有害鳥獣捕獲対策協議会」※を中心に各地区

での防護・捕獲対策の強化や侵入防止柵の設置など総合的な対策強化を図る。若手狩猟

者の育成・確保や農業者個人による農地の自己防衛に対する取組に対して負担軽減を図

れるよう支援を行うなど，野生鳥獣被害防止に向けた対策を支援する。さらに，ＩＣＴ

（情報通信技術）やＬＰＷＡ（省電力遠距離通信機器）等を用いた捕獲技術の高度化を

推進する。 

 

４ 森林の整備その他林業の振興との関連  

森林は，国土の保全や水資源のかん養，自然環境の保全等の公益的な機能を有し，農

地の流失・崩壊を防止するなど農地の保全と密接に関連するため，今後も調整を図り適

切な保全を推進する。 

野生鳥獣による森林被害を防止するため，有害鳥獣保護管理対策や農業被害対策の観

点から森林被害のモニタリングを進め，造林地における防護柵の設置等の防除活動を総

合的かつ効果的に推進する。 

病害虫の発生抑制や被害の未然防止，早期発見及び早期駆除に努める。特に松食い虫

による被害には，被害の状況等を踏まえて防除対策の重点化，地域の自主的な防除活動

等の推進を図る。ナラ枯れ被害についても早期発見及び早期駆除に努める。 

※  「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」（平

成 19 年法律第 134 号。以下「鳥獣害防止特措法」という。）第４条の２の規定に

より，本市が平成 18 年 11 月に設立。４の野生鳥獣による森林被害防止対策につ

いても網羅する。 
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第４ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の 

促進計画  

 

１ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向 

本市は，水稲を主体に施設園芸や畜産，中山間丘陵地帯での果樹など，多様な農業生

産を展開しており，今後も地域の特性を活かし，安定した農業経営を図る必要がある。 

このため，認定農業者等の担い手への農地の集積・集約化を進め，規模拡大による生

産コストの低減を図り，効果的かつ安定的な農地利用を促進する。 

さらに，青年や女性など次世代を担う多様な担い手が，安定した所得を確保し，地域

の中心的な農業経営体となるよう育成・支援に努める。 

 

（１）効率的かつ安定的な農業経営の目標  

本市は，「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」（平成 26 年）に即し，

効率的かつ安定的な農業経営を実現するため，農用地の効率的かつ総合的な利用に関

する誘導方向を定める。 

具体的な経営の指標は，農業を主業とする農業従事者が，地域における他産業従事

者並の生涯所得に相当する年間農業所得（主たる農業従事者１人当たり 350 万円程度）

や年間労働時間（主たる農業従事者１人当たり 2,000 時間程度）の水準を実現できる

ものとし，これらの経営水準が本市農業生産の相当分を占める農業構造として確立し

ていくことを目指す。 

今後，発展が予想される営農類型は，基幹作目である水稲に施設野菜や露地野菜を

組み合わせた作型や果樹，花き，肉用牛，菌床シイタケ栽培が考えられることから，

農業経営の目標は，次のとおりとする。 

・ 水稲は，農地中間管理機構及び各種の助成措置を積極的に活用し，農用地を着

実に認定農業者等の担い手へ集積・集約化し，農業経営の規模拡大に結びつく土

地利用型農業による生産性の向上を図る。また，農作業の受委託や集落営農の組

織化を促進し，効率的な営農体系の確立を推進する。 

・ 畜産農家と耕種農家との連携により，稲わらの家畜飼料利用や家畜排せつ物の

堆肥等の資源循環利用促進を推進する。 

・ 農用地の利用改善と農業従事者の営農改善を促進するため，土地や土壌条件等

を考慮し，かつ農業従事者の自主性を尊重しながら主要作物の作付地の集団化を

推進する。 

・ 転作田は，後作野菜等の導入として地力増進作物やオクラ等の夏作物の集団的

作付けを推進する。 

・ 農業生産の重要な担い手である女性農業者や新たに農業経営に取り組む青年等

に対し，安定した所得を確保できる地域の中心的な農業経営体となるよう育成・
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支援を推進する。また，女性農業者には農業経営改善や集落営農の組織化・法人

化に向けた協議への積極的な参加・協力を呼びかける。新たに農業経営に取り組

む青年等については，本市や農業委員会，農業協同組合，徳島農業支援センター

など関係機関が協力し，栽培技術の指導や研修の場の提供，販路の確保等を支援

する。 

 

主な営農類型 

効率的かつ安定的な農業経営の指標として，主要な営農類型は，表-9 のとおり。 

表-9 農業経営の指標 

  

営農類型  経営規模  生産方法  
経営管理  

の方法  

農業従事  

の態様等  

水稲  

+ 

露地野菜  

+ 

作業受託  

 

〈作付面積等〉  

水稲           3ha 

(うち借地 2ha) 

ブロッコリー       2ha 

 

作業受託  

    6ha (水稲基幹 3 作業) 

 

粗収益      15,654 千円 

所  得       5,502 千円 

総労働時間     5,595 時間 

（う ち 雇用 労 働）    595 時間 

家族労働        2.5 人  

〈資本装備〉  

乗用トラクター(40ps) ２台  

田 植 機 ( ５ 条 )      ２ 台  

コ ン バ イ ン ( ４条 )    ２ 台  

循環 型 乾 燥機     ４台  

籾摺機  

移植機  

 

〈経営の特徴〉  

・水稲は稚苗移植栽培  

 

・  複式簿記により

経営と家計の

分離を図る 

 

・  青色申告の実

施  

 

・  労働報酬を明

確にする 

・  家族経営協定

の締結に基づ

く給料制，休

日制の導入  

 

・  農繁期におけ

る臨時雇用従

事者の確保  

施設野菜  

+ 

水稲  

〈作付面積等〉  

促成キュウリ       2 5 a 

水稲 （早生 ）       5 0 a 

 

粗収益    18,403 千円  

所  得       6,315 千円  

総労働時間    4,826 時間  

（う ち 雇用 労 働）    105 時間

家族労働       2 .5 人  

〈資本装備〉  

ビニールハウス      25a 

暖房機，換気扇  

乗用トラクター  

田植機  

コンバイン  

 

〈経営の特徴〉  

・きゅうりは促成栽培の長期

1 作型とする 

・  複式簿記により

経営と家計の

分離を図る 

 

・  青色申告の実

施  

・  農繁期におけ

る臨時雇用従

事者の確保  
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営農類型  経営規模  生産方法  
経営管理  

の方法  

農業従事  

の態様等  

施設野菜  

+ 

水稲  

+ 

イチゴ  

〈作付面積等〉  

促 成 イチゴ       4 0 a 

水 稲           5 0 a 

 

粗収益     21 ,451 千円  

所  得      1 1 , 412 千円  

総労働時間    8,157 時間  

（うち雇用労働）  3,157 時間  

家族労働       2 . 5 人  

〈資本装備〉  

ビニールハウス      40a 

乗用トラクター  

田植機  

コンバイン  

 

〈経営の特徴〉  

・イチゴは，ハウスの促成栽

培とする 

・  複式簿記により

経営と家計の

分離を図る 

 

・  青色申告の実

施  

 

・  農繁期におけ

る臨時雇用従

事者の確保  

露地野菜  

+ 

水稲  

〈作付面積等〉  

オ ク ラ          1 0 a 

菜 の花         3 0 a 

ブロッコ リー      2 0 0 a 

水稲 (早生 )      3 5 0 a 

 

粗収益     19 ,076 千円  

所  得       6 , 524 千円  

総労働時間    7,406 時間  

（うち雇用労働）     406 時間

家族労働       3 . 5 人  

〈資本装備〉  

乗用トラクター  

田植機  

コンバイン  

動力噴霧器  

移植機  

人力マルチャー  

 

〈経営の特徴〉  

・オクラは，トンネル栽培とす

る 

・  複式簿記により

経営と家計の

分離を図る 

 

・  青色申告の実

施  

 

・  家族経営協定

の締結に基づ

く給料制，休

日制の導入  

 

果樹  〈作付面積等〉  

露 地 みかん (早 生 )  5 0 a 

ハ ウ ス み か ん(極早期加湿 )2 0 a 

ハ ウ ス み か ん(早期加湿 )3 0 a 

ハ ウ ス み か ん(普通期加湿 )2 0 a 

 

粗収益     31 ,514 千円  

所   得       3 ,603 千円  

総労働時間    4,540 時間  

（うち雇用労働 ）    848 時間   

家族労働       2 . 5 人  

〈資本装備〉  

貯蔵庫  

ビニールハウス      70a 

暖房機  

動力噴霧器  

管理機  

 

〈経営の特徴〉  

・加湿栽培による早出し  

・  複式簿記により

経営と家計の

分離を図る 

 

・  青色申告の実

施  

 

・  農繁期におけ

る臨時雇用従

事者の確保  
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営農類型  経営規模  生産方法  
経営管理  

の方法  

農業従事  

の態様等  

施設花き 〈作付面積等〉  

シンビジュウム (切り花 ) 

10 月～3 月出荷    60a    

 

 

粗収益    3 9 , 4 9 2 千円  

所   得       8 ,418 千円  

総労働時間   12,392 時間  

（うち雇用労働 ）  7 ,392 時間  

家族労働       2 . 5 人  

〈資本装備〉  

ビニールハウス     60a 

固定ベンチ  

灌水施設  

暖房機  

動力噴霧器  

ラップ機  

 

〈経営の特徴〉  

・品種と温度管理の組合せ

による 10 月～3 月の連続

出荷とする 

・  複式簿記により

経営と家計の

分離を図る 

 

・  青色申告の実

施  

 

・  投資額，経営

費が高額なた

め，省力・低コ

スト化と経営の

計数管理を十

分行い，企業

的な経営を目

指す  

・  農繁期におけ

る臨時雇用従

事者の確保  

肉用牛  〈作付面積等〉  

肉用種去勢牛肥育  

常 時       2 5 0 頭  

年 間 出 荷     1 4 0 頭      

 

粗収益  119,983 千円 

所 得   4,758 千円

総労働時間   4 ,575 時間  

(うち雇用労働)     0 時間  

家族労働       2 . 5 人  

〈資本装備〉  

畜舎 ，堆肥舎 ，農機具倉

庫，飼料タンク，オガクズ等

格納庫，ショベルローダー，

フォークリフト，トラック，軽四

貨物 ，肥料攪拌機 ，換気

扇，給水機  

 

〈経営の特徴〉  

・導入月齢     8 ヶ月齢  

・導入体重      250 ㎏ 

・肥育期間      21 ヶ月  

・出荷体重      700 ㎏ 

・  複式簿記の記

帳により経営と

家計の分離を

図る 

 

・  青色申告の実

施  

 

・  労働報酬を明

確にする 

 

・  休日制，給料

制の導入  

 

・  社会保険等の

加入  

 

・  ヘルパー制度

の活用による

労働ピークの

軽減  

 

 



 

 

22  

出典：農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想  小松島市 （令和 5 年 8 月） 

営農類型  経営規模  生産方法  
経営管理  

の方法  

農業従事  

の態様等  

しいたけ 〈作付面積等〉  

しいたけ(生・菌床栽培 )     

20,000 菌床  

 

粗収益     1 4 , 300 千円  

所  得      5 , 1 8 0 千円  

総労働時間  4 , 9 6 0 時間  

( うち雇用労働)    0 時 間  

家族労働       3 人  

〈資本装備〉  

作業棟 、培養棟 、発生棟

菌床製造施設（ﾐｷｻｰ・ ｺﾝﾍﾞ

ｱｰ、袋詰機、殺菌釜・ﾎﾞｲﾗｰ、

台車、暖房施設、接種機、ｺﾝﾃ

ﾅｰ、他）、包装機、動力運

搬車、保冷庫軽四トラッ

ク、電気設備一式、  

〈経営の特徴〉  

・菌床製造・発生一貫生

産  

・菌床製造施設共同利用  

・  複式簿記の記

帳により経営と

家計の分離を

図る 

 

・  青色申告の実

施  

 

・  労働報酬を明

確にする 

 

・  休日制，給料

制の導入  

 

水稲  

+ 

露地野菜  

+ 

農産物の

加工販売  

 

主 た る 従

事者 5 人  

他パート  

若干名  

〈作付面積等〉  

水 稲         1 0 h a 

ブ ロ ッ コ リ ー     5 0 0 a 

オ ク ラ         3 0 a 

農作業受託       3 0 h a 

 

粗収益     48 ,543 千円  

所  得      2 5 , 425 千円  

総労働時間  21 ,229 時間  

(うち雇用労働)11 ,229 時間  

家族労働         5 人  

〈資本装備〉  

乗用トラクター(45ps) 

コンバイン(５条 )  

田植機 (５条 )  

トラック(２t) 

籾摺機  

乾燥機  

育苗ハウス  

移植機  

作業舎兼事務所  

・  報酬配分は労

働力，機械の

供出と請負出

来高を勘案し

て適正に行う  

 

・  経営体の体質

強化のため，

自己資本の充

実を図る 

 

・  正社員は生

産，加工の管

理のほか販売

活動も行う  

 

・  実際の作業

は，パート従事

者を活用する  

 

・  雇用者の失業

保険，労災保

険等の適用と

構成員の退職

制度  
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（２）農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向  

本市の農地利用の状況を踏まえ，認定農業者等の担い手への農地利用の集積・集約

化が進行している地区は，より一層の集約化を行うため貸し手と借り手による農地の

利用調整や利用権の再設定を促進する。 

農地が小規模や不整形等の理由から，担い手への農地利用の集積・集約化が進んで

いない地区は，農業用用排水路や農道等の基盤整備を進め農作業の効率化を図るとと

もに，農地中間管理機構による関連農地整備事業の活用と併せて集落営農の組織化・

法人化や新規参入の受け入れを促進する。また，排水改良等による水田の汎用化を進

め，水稲と高付加価値作物による複合経営化による農業競争力強化を図る。 

ロボット・ＡＩ（人工知能）・ＩｏＴ（モノのインターネット）・ドローン等の先端

技術と従来の農業技術を組み合わせた「スマート農業」への取組を検討し，農作業の

省力化や効率化，低コスト化，栽培管理の高度化・最適化を図る。 

個別経営体は，農産物加工機械の導入等による６次産業化の促進や有機農業等によ

る農作物の高付加価値化，収益や生産性の高い農産物等の導入，地域特産品の確立を

図る。 

農業用地等の効率的かつ総合的な利用に向けて，農業生産基盤の整備・促進を図り

つつ，施設野菜など高収益を見込める作付品目を導入し，新規就農者や認定農業者等

の育成を進め，農地の利用集積や農作業の共同化，農作業の受委託を促進する。 

 

ア 小松島地区（Ａ地区） 

本地区は，水稲や施設野菜，果樹の栽培が行われている。 

基盤整備完了地区では，担い手へ円滑かつ効率的な農地の集積・集約化を図るとと

もに，経営の複合化やコスト縮減等に取り組む。未整備地区では，農作業の省力化及

び効率化を進め，農地の保全を図る。 

 

イ 立江地区（Ｂ地区） 

本地区は，大規模な区画整理を実施し，その基盤整備を活かした稲作が行われてい

る。中山間部は，特用林産物である菌床シイタケの産地である。  

担い手へ円滑かつ効率的な農地の集積・集約化を図るとともに，経営の複合化やコ

スト縮減等に取り組む。 

ＮＰＯ法人とくしま有機農業サポートセンター（以下「有機農業サポートセンター」

という。）の研修施設等を活用し，有機農業を目指す新規就農者・後継者の育成・確保

を図る。 

 

ウ 坂野地区（Ｃ地区） 

本地区は，大部分で稲作が行われているが，基盤整備により田畑転換に対応可能な
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農地が増え，施設野菜栽培も盛んに行われている。 

農地中間管理機構を活用し，担い手への円滑かつ効率的な農地の集積・集約化を図

るとともに，経営規模拡大や農地の団地化に取り組む。 

 

２ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用の促進を図るための  

方策 

本市の農業生産の増大と生産性の向上を図るため，農地中間管理事業を中心に，農作

業の受委託等を含めた農地の集積・集約化を積極的に推進する。 

集落を単位とした集落営農の組織化・法人化を進め，農作業の共同化や機械の共同利

用による農作業の効率化，作付地の集団化，不作付地の解消，裏作の導入により耕地利

用率の向上を図る。 

以上のことから次の事業を推進する。 

 

（１）農地中間管理事業 

農地の集積やほ場の耕作条件の改善による集約を図るとともに，農業経営の転換や

リタイアする農業従事者の農地が担い手に集積されるよう，農地中間管理機構ととも

に事業を推進する。 

 

（２）農地利用集積円滑化事業  

土地所有者の意向により農地中間管理事業による集積に適さない農地は，農地利用

集積円滑化団体（小松島市担い手育成総合支援協議会）により農地の貸し手と借り手

の利用調整を行い，「人・農地プラン」に位置づけられた担い手へ農地の集積・集約化

が行えるよう支援するとともに，今後は農地中間管理機構への事業の移行についても

積極的に推進する。 

 

（３）利用権設定等促進事業 

農業経営基盤強化促進法に基づき定めた「農業経営基盤の強化の促進に関する基本

的な構想」（平成 26 年）を農業委員会等と連携して推進する。また，農地利用集積計

画を策定し，利用権設定等による農地の集積を図る。 

 

（４）農地移動適正化あっせん事業  

農業委員会に設置されている農地利用最適化推進委員の活動を通じ，担い手へ農地

の集積・集約化や農地の経営規模の拡大，耕作放棄地の発生防止と解消を図る。 

 

３ 森林の整備その他林業の振興との関連  

森林経営の受委託等による規模の拡大を促進するため，意向調査や委託を受ける林業
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事業体の育成を図る。また，施業の集約化に取り組むための情報の提供や助言，林業事

業体への森林経営の委託，森林の信託，林地の取得等の方法，森林の施業または経営の

受託に努める。 
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第５ 農業近代化施設の整備計画 

 

１ 農業近代化施設の整備の方向 

本市の農業は，水稲を主体に施設園芸や畜産，果樹など，多様な農業生産を展開して

いるが，農業従事者の高齢化や担い手不足，安価な輸入農産物等による農産物価格の低

迷により厳しい状況に置かれている。 

このため，近代的な農業生産体系の導入や農業生産工程管理の高度化を図り，農産物

の競争力の強化や品質の向上，農業経営の改善を推進する。 

ロボット・ＡＩ（人工知能）・ＩｏＴ（モノのインターネット）・ドローン等の先端技

術を活用した「スマート農業」への取組を検討し，新技術・新基盤に対応できる農業生

産の環境整備を進め農作業の効率化や省力化，低コスト化を図る。 

さらに，重点作目である水稲や施設野菜，露地野菜，施設花き，果樹，畜産の生産振

興と併せ，効率の良い生産体制と栽培技術の高位平準化を図り，担い手農家等の経営安

定化を図る。 

主要作目別の農業近代化施設整備の方向は，次のとおり。 

 

（１）水稲 

需要に応じた計画生産を前提に生産工程の省力化，低コスト化を図り，生産性の高

い経営を確立し，認定農業者へ農地の集積・集約化を図る。 

規模拡大による大型・中型機械の導入や共同育苗施設，共同乾燥調製施設(ライスセ

ンター)等の充実により，効率的かつ安定的な農業経営化を図る。 

 

（２）施設野菜   

イチゴ，トマト，キュウリ等の施設野菜は，経営規模拡大のため施設の団地化を進

め，共同育苗施設，高設栽培施設，高度化園芸用施設等による農作業の省力化を図る。 

また，連作障害の回避対策や新栽培技術の導入による品質向上を図る。 

さらに，安定した生産・集出荷体制を構築するため，共同栽培管理技術の導入及び

集出荷施設，冷蔵施設等の充実を図る。 

 

（３）露地野菜 

新たに産地化を進めるブロッコリー等の露地野菜は，省エネルギー化や省労力化を

図り，共同育苗施設，定植機の充足や，労働力軽減のため共同選果作業を促進する。 

 

（４）施設花き 

シンビジュウム等の産地確立を図るため，優良育苗の供給施設や集出荷施設，ＩＣ

Ｔ（情報通信技術）を利用した情報活用設備の整備を促進する。 
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（５）果樹 

温州みかんとすだち等の複合経営の確立を図り，省力化のための樹園地の基盤整備

と病害虫からの防除作業の機械化を促進する。 

 

（６）畜産 

低コスト畜舎の設置や素牛，飼料の共同購入，組織的出荷による経費の節減促進な

ど生産の低コスト化を図り，既存産地における肥育を中心とした複合経営を進め，合

理的な規模の団地形成を促進する。 

 

２ 農業近代化施設整備計画  

農業近代化施設整備において，先端技術であるＩＣＴ（情報通信技術）等を組み入れ，

新たな営農技術体系の構築を図り，高品質かつ安定的な生産を目指し，国内外の需要に

応じた魅力あるブランド化を形成する。このため，次に示す施策を必要に応じて支援す

る。 

 

（１）強い農業・担い手づくり総合支援  

産地の収益力強化や担い手の経営発展のため，状況に応じて必要な農業用機械・施

設の導入を支援する。 

 

（２）ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した農地管理支援 

ドローンや無人機等の新技術の導入を推進し，担い手不足を補い，農地管理の省力

化を図るための取組を支援する。 

 

（３）ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した畜産経営体の生産性向上支援 

肉用牛農家の労働負担軽減・省力化に資するロボット・ＡＩ（人工知能）・ＩｏＴ（モ

ノのインターネット）・ドローン等の先端技術の導入や畜産農家に高度かつ総合的な経

営アドバイスを提供するために必要なデータベースの構築を支援する。 

 

（４）他事業との連携支援 

６次産業化を推進するため，他事業との「産業連携ネットワーク」を構築し，他事

業のノウハウや新技術を導入するとともに，地域資源を活用した地域活性化を支援す

る。また，投資企業等による地域ファンドが農業経営者へ出資してパートナーとなり，

新技術の導入や農業生産の効率化を図るための取組を支援する。 
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３ 森林の整備その他林業の振興との関連  

林業従事者の高齢化による林業労働力の不足が進む中で，生産性の向上を図るため高

速集材機など高性能機械を含めた機械化への取組を検討する。 

また，高性能機械の導入に向け，林道や林業専用道路の整備・維持修繕を行うととも

に，機械作業の普及や林業機械オペレーターの養成，機械の共同利用等作業のシステム

化を図る。 



 

 

29  

第６ 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画  

 

１ 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備の方向  

本市は，農業従事者の減少や高齢化が進み，農村地域の活力低下等が懸念されており，

農業の担い手不足への対策の強化は喫緊の課題となっている。 

このため，経営感覚に優れた青年農業者や認定農業者，農地所有適格法人をはじめ，

農村地域を支える女性農業者等の多様な担い手を育成し，それぞれの農業経営の規模や

能力に応じて地域農業の一翼を担うことができる環境づくりを進める。 

新規就農者の育成・確保に向けて，徳島農業支援センターや農地中間管理機構，農業

協同組合等と連携し，国，県の補助事業の活用や有機農業サポートセンターで開催する

研修や情報提供を支援する。 

自然循環機能の増進や環境影響負荷の低減，生物多様性農業，高品質で多収穫な有機

農産物づくりを図り，ブランド力の維持や国際市場における競争力強化のためＧＡＰ※ 1

の認証やＧＩ※ 2 の登録に向けた取組を支援する。また，県と連携し，「とくしま安²ＧＡ

Ｐ 農産物」※ 3 や「エコファーマー」※ 4 等の認証取得を支援する。 

このように積極的に担い手や新規就農者を支援するため，就農準備訓練センターなど

農業関連施設の一層の充実と有効活用を図る。 

 

※ 1 ＧＡＰ（農業生産工程管理）：食品安全，環境保全，労働安全等の持続可能性を確

保するための農業生産工程管理の取組を示す。地域農業の持続可能性の確保，競

争力の強化，品質の向上，農業経営の改善や効率化につながるとともに，消費者か

らの信頼確保が期待される。  

※ 2 ＧＩ（地理的表示保護制度）：伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地

の特性が，品質等の特性に結びついている農産品が多く存在しており，これらの

農産品の名称（地理的表示）を知的財産として登録し，生産者の利益を保護する制

度。  

※ 3 とくしま安²ＧＡＰ農産物：徳島県が農産物の生産・品質管理体制（農場）を検査

し，認定する制度。ＧＡＰ（農業生産工程管理）の考え方と農業管理手法を取り入

れ，「食品安全」の他，「環境保全」や「労働安全」にも配慮した優れた農業生産活

動を認証するもの。  

※ 4 エコファーマー：土づくりと化学肥料・化学農薬の使用の低減を一体的に行う「環

境にやさしい農業」の実践者のこと。 
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２ 農業就業者育成・確保施設整備計画  

本市は，農業就業者育成・確保施設整備において，有機農業サポートセンターや就農

準備訓練センターの既存施設の有効活用を図り，多様な担い手の育成・確保や農業の「働

き方改革」を進めるため，必要に応じて次に示す取組を支援する。 

 

（１）農業経営法人化・経営継承支援 

農業経営の法人化や家族経営をはじめとする担い手の経営継承の取組を促進するた

め，販売事業者等と連携し，経営発展の取組を支援する。 

 

（２）農業人材力強化総合支援  

次世代を担う人材を育成・確保するため，就農準備や経営開始に要する資金の交付，

雇用就農を促進するための農地所有適格法人等での実践研修，労働環境の改善，地域

における新規就農者に対するサポート活動，農業経営者へのリカレント教育（学び直

し）の取組を支援する。 

 

（３）女性が変える未来の農業労働環境づくり支援 

地域のリーダーとなり得る女性農業経営者の育成や女性が働きやすい農業労働環境

づくりを支援する。 

 

（４）外国人材受入総合支援  

農業分野等の外国人材の確保と円滑な受入れに向けて，就労する外国人材が働きや

すい環境づくりを支援する。 

 

（５）農福連携の取組支援 

農業分野における障害者等の雇用・就労を促進するとともに，農福連携に取り

組む農業経営体の発展を図るため，施設整備等のハード対策や障害者の職場定着

をサポートする人材育成等のソフト対策の取組を支援する。 

 

３ 農業を担うべき者のための支援の活動  

農業従事者の高齢化と担い手の減少が進行している現状を踏まえ，都市圏等からの人

材確保を図るための有効な就農定住支援策として，新規就農者に対し農業経営に関する

情報提供を行う。 

また，有機農業サポートセンターへの研修相談や農地中間管理機構や農業委員会等を

通じた農地の情報提供も行う。 

さらに，体験学習やインターンシップのほか，地産地消や食育を通して地域の農業に

興味を持てる場をつくり，将来の農業後継者の育成・確保を支援する。 



 

 

31  

このような取組を関係機関と連携協力し，総合的に推進する。 

 

４ 森林の整備その他林業の振興との関連  

独自の製品の開発を試みる企業と協力し，地元の木材を使用した製品を配布するなど，

本市の木材に対する認知度を上げる取組を進め，木材の利用促進を図る。  
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第７ 農業従事者の安定的な就業の促進計画  

 

１ 農業従事者の安定的な就業の促進の目標  

本市の産業は，かつて木材加工業，鉄鋼業，造船業など工業の発展とともに成長して

きたが，モータリゼーションの進行や国の運輸施策の変化により産業環境が大きく変化

している。 

産業別就業人口は，平成 17 年国勢調査では 19,112 人，平成 27 年国勢調査では 17,549

人であり 1,563 人減少していた。 

このため，既存の中小企業の振興を図るとともに，地場産業の強みを活かした新たな

産業の育成や企業誘致を促進し，兼業農家の農業従事者に対し，安定的な所得向上と就

労先の確保・拡大を図る。 

農林水産業は，農林漁業者と商工業者等のネットワークづくりや，地域資源を活用し

た新たな商品開発，販路開拓など６次産業化に取り組み，新たな産業の育成を図る。 

豊かな自然環境や田園景観を活かした滞在型グリーンツーリズムや市民農園を展開し，

都市と農村の共生，交流を図るとともに農林水産業と商工業の連携を基盤としたアグリ

ビジネスにより，新たな雇用の場の創出を図る。 

兼業農家の農業従事者への安定的な就業促進の目標は，表-10 のとおりとする。 

 

表 -10  農業従事者の安定的な就業の促進の目標               単位：人  

 

区分  

従業地（将来  令和 11 年（2029 年）） 

市内従業者  市外従業者  合計  

男  女  計  男  女  計  男  女  計  

恒常的勤務  270 284 554 391 322 713 661 606 1,267 

自営兼業  155 142 297 34 27 61 189 169 358 

日雇・臨時雇  52 109 161 59 66 125 111 175 286 

その他  31 55 86 21 66 87 52 121 173 

総計  508 590 1,098 505 481 986 1,013 1,071 2,084 



 

 

33  

２  農業従事者の安定的な就業の促進を図るための方策  

農業経営の改善を意欲的に進めようとする農業従事者に対し，農地の集積・集約化や

先進技術の導入等による生産方式の合理化，経営改善方策の提示等による経営管理の高

度化，そのほか経営基盤の強化を促進するための措置を重点的に進める。 

新たに農業経営を行う青年等には，それぞれの発展段階に応じた生産技術や経営手法

の習得を進めるとともに，就農計画の実現に必要な農地や農業用機械等の確保について

就農支援機関や地域の生産組織等が連携し重点的に支援する。 

担い手が減少している地域では，企業も地域の担い手になり得ることから，農地中間

管理機構を活用した企業参入を支援する。 

農村景観・資源の保全・再生・継承に取り組むとともに，滞在型グリーンツーリズム

や市民農園を推進するための人材の育成，情報の啓発普及，広報活動を支援する。  

 

３ 農業従事者就業促進施設計画 

農業従事者の就業促進に向けて多様な対策を行えるよう，次に示す取組を支援する。 

  

（１）食料産業・６次産業化の支援 

６次産業化の市場規模拡大に向け，農林漁業者と多様な事業者が連携して行う地域

資源を活用した新商品開発・販路開拓や加工販売等の施設整備を支援する。また，６

次産業化プランナーによるサポート体制や外食・中食事業者との地場産食材の活用を

目的とする情報共有体制の構築に努める。 

 

（２）「農泊」の支援 

農山漁村の所得向上を図るため，「農泊」をビジネスとして実施するための体制整備，

地域資源を魅力ある観光コンテンツとしての取組や古民家等を活用した滞在施設，農

林漁業体験施設等の整備を一体的に支援する。 

 

４ 森林の整備その他林業の振興との関連  

林業は，従事者の過半が農業を兼ねており，高齢化等による就業人口の減少問題を農

業と共有している。このため，林業経営が安定する特用林産物（菌床シイタケ，タケノ

コ）の栽培拡充を支援するとともに林業就業希望者へのＰＲ活動やインターンシップ，

育成研修等を通じて人材の育成や担い手確保を図る。 

さらに，チェーンソー防護衣など安全装備購入等による労働安全性の確保や林業専門

職員（林政アドバイザー）の雇用による技術者の確保を支援する。 
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第８ 生活環境施設の整備計画 

 

１ 生活環境施設の整備の目標  

本市の農村は，単に農業生産を支える生活の場としてとらえられるだけでなく，農村

の持つ多面的機能（国土の保全，水源のかん養，自然環境の保全，良好な景観の形成，

文化の伝承等，農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の

供給の機能以外の多面的にわたる機能）が再評価され，豊かな自然と伝承文化等の地域

の特色や都市住民の憩いの場にも配慮した地域づくりが求められている。 

このため，自然環境や美しい農村景観を保全しつつ，生活環境の整備や文化の継承を

通して快適な農村生活環境づくりに努める。 

 

（１）安全性  

・ 南海トラフ巨大地震等の大規模災害に備え，指定避難場所等となる公共施設の耐

震化や津波避難施設の計画的な整備を推進する。 

・ 近年頻発する局地的集中豪雨（ゲリラ豪雨）等による浸水被害が発生しているこ

とから既存の雨水基幹施設の老朽化対策を進め，排水機能の確保と長寿命化を推進

する。 

・ 防災重点ため池が決壊した場合は，浸水区域の家屋や公共施設等に被害が生じる

おそれがあることから，災害を未然に防ぎ，ため池の機能維持や安全性の確保に向

けた対策を推進する。 

・ ハザードマップにより危険箇所及び災害発生時の迅速・的確な避難場所等を周知

し，防災・減災体制の強化を図る。さらに，避難場所等インフラ基盤の機能強化に

より地域防災力の充実を図り，ソフトとハードが一体となった総合的な災害対策を

推進する。 

・ 市街地に近接する農地では，農業用水に生活排水が混入し，基幹作物の稲作への

課題となっている。農業水利施設の機能回復による農業用水の水質保全を行い，農

業生産の維持と農業経営の安定化を図るため国営総合農地防災事業那賀川地区をは

じめ，各種関連事業による幹線水路や末端用水路の改修整備等を推進する。 

 

（２）保健性  

・ ホームページや広報等を利用して「ごみの分け方・出し方」等の情報発信してい

る。ごみの減量化や分別，リサイクルの啓発・推進を図り，次世代に継承できる環

境影響負荷の少ない循環型社会の構築を推進する。 

・ 公共下水道事業，合併処理浄化槽整備事業等により，汚水処理施設の普及を促進

する。老朽化した管路による漏水や破断事故を未然に防ぐため，市内一円の漏水調

査を計画的に実施し，漏水箇所の早期発見，補修・補強等を推進する。 
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・ 乳幼児から高齢者に至るまでの総合的な保健サービスを展開するとともに市内医

療機関との連携を図りながら生活習慣病の発症予防，重症化予防など，市民一人ひ

とりの健康づくりを地域全体で支援する取組を推進する。 

 

（３）利便性  

・ 四国８の字ネットワークの一部を形成する四国横断自動車道は，国土強靭化や地

域の生産性を向上し，地方創生を実現する礎となる重要な社会資本であり，当該ネ

ットワークは地域の活性化や平時の救命救急，災害時の緊急輸送道路となる「命の

道」としても重要な役割を期待されている。道路交通の円滑な「ながれ」を支える

ための快適な空間や沿道地域の文化，歴史，名所，特産物等を活用した多様で個性

豊かなサービスを提供し，道路が有する新たな価値の創造を推進する。 

・ 高速道路の整備に伴う周辺対策事業として，地域住民の生活の質の向上と地域経

済・社会の安定化，環境保全を図るため，側道や周辺道路，排水路等の整備を推進

する。 

 

（４）快適性  

・ 近年増加する空家は，「小松島市空家等対策計画」（平成 30 年 3 月）に基づき，空

家の発生抑制，空家の適切な管理の促進，地域特性に応じた空家及びその跡地の利

活用の促進を図る。所有者，行政，地域，事業者等が相互に連携，協働して取り組

み，快適な住環境の整備を推進する。 

・ 公園や緑地等は，憩いやレクリエーション機能以外にも，災害時の避難場所や復

旧・復興拠点施設としての防災機能や環境との調和による癒し（リラクゼーション）

の機能も含まれる。「小松島市緑の基本計画」(平成 28 年 3 月)に基づき，公園・緑

地の適正配置や緑化の推進，緑地の保全を進め，市民に親しまれる環境づくりを実

施する。さらに，生物多様性の場として，市民に身近な空間である農地や里山の保

全を推進する。 

・ 野生鳥獣による農作物等の被害を防止するため，各地区の農業者や猟友会，農業

協同組合，行政等で組織する小松島市有害鳥獣捕獲対策協議会を中心に侵入防止柵

の設置など，総合的な防護・捕獲対策を実施している。若手狩猟者の育成・確保，

や農業者個人による農地の自己防衛対策，野生鳥獣被害防止対策等を支援するとと

もにＩＣＴ（情報通信技術）やＬＰＷＡ（省電力遠距離通信機器）等を用いた捕獲

技術の高度化を推進する。 

 

（５）文化性  

・  「小松島市教育振興計画（第２期）」（平成 29 年 2 月）に基づき，家庭教育や就

学前教育の充実，「生きる力」を育む学校教育の推進，生涯学習文化の創造等につ
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いて取り組み，心豊かなひとづくりを推進する。  

・ 市民の幅広い学習ニーズに応えるため，関連施設の整備充実を図り，生涯学習を

推進する体制整備に努める。多様な生涯学習プログラムの検討や学習情報の提供等

を行い，総合的な学習環境づくりを推進する。  

・ 地域に伝わる様々な文化財等の保存・継承を行い，文化財の歴史的意味と価値を

理解し，指定文化財の保護に努め，貴重な地域の文化財を後世へと伝える。これら

の文化財を通じて市民が日常生活の中で豊かな伝統や文化に触れ，楽しみ，活かす

ことのできるまちづくりを推進する。  

 

（６）創造性 

・ 国・県と連携を図りなから，起業家・ベンチャー企業の技術力や経営を支援する

体制を整備し，新たな産業の育成を図る。 

・ 利便性が高く快適な生活を実現するため，ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した高

度情報化を先導するまちづくりに取り組む。 

・ 消費生活から創造的生活へ生活様式を転換するため，バイオマスなど再生可能エ

ネルギーの有効活用に努める。 

 

２ 生活環境施設整備計画 

農村生活環境施設整備は，次に示す多様な施策の推進に努める。 

 

（１）「知」の集積と活用の場によるイノベーションの創出  

農林水産分野の様々な分野の知識・技術等を集結（「知」の集積と活用の場）し，革

新的な技術を生み出して商品化・事業化につながる産官学連携を支援する。 

 

（２）鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の支援 

捕獲活動の一層の強化やＩＣＴ（情報通信技術）を活用したスマート捕獲，侵入防

止柵の整備等の鳥獣被害防止対策を支援するほか，ジビエ利用拡大に向けた人材育

成や捕獲から処理加工段階の情報共有のためのシステム構築に向けた取組を支援す

る。  

 

（３）再生可能エネルギーの導入  

再生可能エネルギー事業によるメリットを地域の農林業の発展に活用する取組やバ

イオマスを活用した産業化等に必要な施設整備等を支援する。 
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３ 森林の整備その他林業の振興との関連  

本市の林業による地域材や地域の特用林産物（菌床シイタケ，タケノコ），林業にかか

わる伝統的技術等の森林資源を活用し，地域の活性化を図る。 

イノシシやシカ等による食害等がある森林の周辺に位置し，今後も食害等が発生する

恐れのある森林については「鳥獣害防止森林区域」に指定するなど，森林整備と鳥獣害

対策を一体的に行い，植栽木の確実な育成を図る。 

市内の小中学校等を対象に自然の大切さやふるさとへの愛着を育むため，森林・体験

プログラムによる森林づくりへの参加を支援する。 

木材の利用促進に向け，木造の建造物の整備や内装の木質化を図るとともに公共施設

等への木質バイオマス利用を行うための調達を支援する。 

 

４ その他の施設の整備に係る事業との関連  

 本市は，「小松島市地域防災計画」を基に、南海トラフ巨大地震をはじめとし、近年頻

発する局地的集中豪雨（ゲリラ豪雨）による浸水や中山間部の土砂災害等による防災・

減災体制の強化に取り組む。さらに，避難施設，避難経路等のインフラ基盤の機能強化

を図り，地域防災力の充実に努める。  
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第９ 付図 

別添 

１ 土地利用計画図（付図１号） 

２ 農業生産基盤整備開発計画図（付図２号） 

３ 農用地等保全整備計画図（付図３－１号）（付図３－２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別 記 農用地利用計画

（１）農用地区域

地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考

字沖須賀 １１－６，１２－３，８６－１，８７，８８
１００－１，１０１－１，１２８－２

田浦町

字広貞 ２－１，３－１，１９－１，１９－２
１９－３，１９－４，１９－５，
２７－３，５２－１

字中西 ８１－１，８３，８８，１０８－１
１５０－３，１５３－１，１５４－１，
１６３－１，１６３－３，１６３－５,
１６７－１，１７８－１，１８４－１
（１０８－１は６７８㎡の内１００㎡）
（１７８－１は５４３㎡の内１００㎡）

Ａ－２ 　国道５５号，主要地方道小
松島佐那河内線，主要地方道
徳島上那賀線を順次結んで囲
まれた区域

・国道５５号道路敷地から西側５０ｍの区域内の土地

・主要地方道小松島佐那河内線道路敷地より北側５０ｍの区域内の
土地

小松島町 字菖蒲田 ２２－１，２３－８，２３－９
（２３－８は９２８㎡の内４５０㎡）

日開野町 字加々ミ松 １２－１，２５－１，２７－１，２７－２
３１－１，４１－１，４１－２
４１－３，４３－１，４４－１，４４－２
４４－４，４４－５，４４－６，４４－７
４５－２，４５－３，４５－５，６０，６１
６４－１，８９－１，９０，９１－１
９１－２，９３，９４－１
（１２－１は１,８８８㎡の内
　３５６.６６㎡）
（３１－１は７８８㎡の内３００㎡）
（４３－１は１,２１８㎡の内４４８㎡）
（９３は８１５㎡の内３８６㎡）

　ア　現況農用地等に係る農用地区域
  下表の「区域の範囲」欄に掲げる区域内に含まれる土地のうち「除外する土地」欄に，掲げる土地以外の
  土地を農用地区域とする。

除　外　す　る　土　地

Ａ－１ 　県道新浜勝浦線，小松島市
と徳島市の境界線を順次結ん
で囲まれた区域

・国道５５号道路敷地から北側５０ｍの区域内の土地

・国道５５号道路敷地から南側５０ｍの区域内の土地

江田町 字敷地前 ４７－３，５２－１，７３－１，７４－３，
７５－１，７５－５，７６－１，
７６－２１，８８－１，９３－１，９５－４
１００－１，１０１－１，１０１－３
１０２，１０９－２，１１３－７，１１４，
１１５－１，１１６－１
１１９－１，１２４－１，１２４－３
１２６
（７６－１は１,１９０㎡の内
　７６３.１９㎡）
（９３－１は1,６１９㎡の内
  １,０００㎡）

字中道 １６－１，２１－１，２１－２，２２－１
４３－１，４６－１，１００－１
１１９－４，１１９－６，１１９－７
１２６－４，１３８－１
（４６－１は１,０５６㎡の内２００㎡）
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ａ－２ 田浦町 字北原 ４－９，２７－４，２７－８，５８－２，６
４－３
７２，９３－１
（６４－３は２６㎡の内１㎡）

字矢三 １４－１，４２－１，４２－９
４７－１，４７－４，４７－５
４７－８，５８－２，６５－１
７０－１，７０－３，７５－７
（４７－１は９０２㎡の内５２５㎡）
（４７－８は９３㎡の内１７㎡）

字泉川 ６－２，１６－１，１７，２９－１
４１－１，４７－１，５２
（４７－１は８３６㎡の内
  ３７９.１９㎡）

字中村 １６－５，１６－６，２０－１，２７－１
５４－１，５５－２，６５
（２０－１は４５０㎡の内２９０㎡）
（５４－１は７８１㎡の内２５０㎡）

字原田 ７－１，７－２，８－１，９－１
９－４，９－５，１１，１２－１，１９－１
２５－１，２５－３，２６，２７－１
２９－１，３１－１，３１－２，３２－１
４２－１，４３，４４－１，４６－１，４５
４７－１，４７－２，４８－４，４９－１
５０－１，５９－１，５９－３
６４－１
（８－１は７６６㎡の内２０８㎡）
（２９－１は１,１６３㎡の内２３１㎡）

字今里 ９－１，１１－１，１３，２１－１
２９－１，３０－２，３１－１，３１－２
３２－１，３３－１，５３，５７－１

字大栗 ２３－３，２４，３２－１，４１－１
（２３－３は４８６㎡の内７㎡）
（３２－１は７９９㎡の内
  ３６２.２４㎡）

字妙蓮 １０－１，１１－２，１１－４，１４－１
１５－１，２２－２，２３－１
２３－２，５３－１，５９－１，６０
（１４－１は１,９５１㎡の内
  １,０００㎡）
（５３－１は１,７０１㎡の内３３０㎡）

字本村 １－１，３－１，１５－４，１５－１１
２７－２，２８－４，３２－１，３２－２
（２７－２は８５６㎡の内４５㎡）
（３２－２は１３２㎡の内３０㎡）

字子安 ２－１，３－１，３－３，３－４，４
１２－１，６４－２，６５－１，６６－１
６７，６８－１，６９－１，６９－２
６９－３，７１－２，７４－３
（２－１は１,２２５㎡の内９９２㎡）
（６６－１は９９７㎡の内９６８㎡）
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ａ－２ 田浦町 字近里 ３－３，３７－３，４８－１，５２－１
５４－１，７１

前原町 字宮 ２－６，５－１，５－６，６－２，
７－３，８－１，１３－１
１３－７，１４－４，１４－５，１９－８
１９－１０，３３－１，３４－１，３８
４０－２，４４－１
（５－１は１２６０㎡の内６５０㎡）

字福徳 ７－１，３０－１，３８－１，４６－２
４６－１０
（７－１は１,５２３㎡の内
　９９１.７６㎡）
（３０－１は１,１９０㎡の内４５０㎡）

字東 ４６，５２，６２－２，６８－１

字中川原

字川屋 ３－１，９－１，１０－１，１９－１
２３－１，２５－１，２６－１，２７－１
３０－１
（３－１は６６８㎡の内２１０.５１㎡）

字西 １６－１，３２－３
３８－１，４７－１
（３８－１は１,３５４㎡の内
  １,３４５㎡）

字元村 ２４－２，２６－１，３０－１，３７－１
（２４－２は８３６㎡の内２６５㎡）

字開 １３－５，１４－２，２７－６，４３－２
４４－１，４５－４
（４３－２は１,０４２㎡の内６１０㎡）

字泉川 ８－１，１０－１，１６－２
１７－１，２４－１，２５－１

字茶園 ９－４，１２－１，５７－１，２８－１

字小川 １９－１，２０－１

２－１，２－２，１１－１，１３－５
２０－１，２１－２，２３－１，
３０－１，３０－２，３６－５
３７－１，３９－１，４０－１，４１－２
４１－５，４２－１，４４－２，４５－１
５１－２，５７－１
（２－１は１,２８１㎡の内
　２６４.８４㎡）
（２－２は８８０㎡の内
　６１５.１６㎡）
（３９－１は１,２０８㎡の内４４９㎡）
（３７－１は６３４㎡の内２０７㎡）
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ａ－２ 前原町 字弁財天 ３－１，１７－１，２６－１，２６－６
２６－７，２６－８，２７－１，２８－１
４３－２
（１７－１は１,０８４㎡の内８１９㎡）
（２６－１は１,４１７㎡の内７１０㎡）
（２８－１は１,４３７㎡の内２８０㎡）

江田町 字大江田 １－１，１－５，４－１，６－１，７
８，９，１０，１１－１，２５－１
２５－２，２５－５，２５－６，２５－７
２５－８，２７－１

中郷町 字高田

字露ヶ本 １－２，２－１

字前田 ２４－１，２５－１，２８－１，３０－１
３０－２，３１－１，４４，５２，５６－１
５８，７７－１，７９－１，８０－３
８０－４，８２－１，８２－４，８３－３
８４－２，８６－１，８６－２，８６－３
１０５，１１０－１，１３１－７
１３８－１，１３９－５，１４１－１
１４１－２，１６７－１，１９１－１
１９１－７，１９１－８
（７７－１は１,１２１㎡の内３９６㎡）
（１６７－１は４８９㎡の内３３０㎡）

Ａ－３

田浦町 字西原 ２２，７８，９０－１，９４，９５－２

字東内 １４２，１５１－１
１５２－１
（１４２は２５２㎡の内９０㎡）

字前山 ８－１，６１－１
（６１－１は１７２㎡の内６０㎡）

　主要地方道徳島上那賀線，
小松島市と徳島市の境界線，
田浦町と新居見町の境界線，
市道芝生井口線を順次結んで
囲まれた区域

・小松島市と徳島市の境界線の北側１５０ｍの区域内の土地

１－１，２７－１，２８－１，２８－３
２９－１，３７－１，６９－１，７８－２
７９－１，８０
（２７－１は１,１７８㎡の内５４８㎡）
（６９－１は１,１２７㎡の内３００㎡）
（７８－２は９８０㎡の内
　３８２.８７㎡）
（７９－１は５８０㎡の内６３.１６㎡）
（８０は２４４㎡の内２.９７㎡）
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

芝生町 字西浦 ４－３，６－４，７，１４－１，１７－１
２８－１，４８－２，６７，６８，６９
８０－２，９３－２，１０８－１

字西居屋敷 ４２－３，４５－１，４６－１，４６－２

字網干 １６０－４

日開野町 字勝久 １８，１９－１，２０－１，２１－１
２６，２８，３１，３２，５２
（２１-１は１,３４９㎡の内３７５㎡）

字時信 ３－３，５－２，５－５，１７－１
１７－２，１８－１，２０，４２，５３－１

字宮免 ３－２，４－１，４－２，９，
１３－３，１３－４，１３－８，２０－１
３７－２

字川村塚 ４６，４９，５２，５５－１
６２－１，６２－２，６８－１
６８－２，６８－３，９９，１１３－４
（５２は１,６８３㎡の内４５１.１６㎡）
（５５－１は４３５㎡の内９９.２６㎡）

字宗人屋敷 １，３，４－１，７１－１

字崎田 ５

字四反地 ４６－２，４６－３，４６－４，４７－１
４７－３，４７－４，４７－５
（４６－４は１,２３８㎡の内５００㎡）

新居見町 字高内 ４－３，７－２，１０－１，１５，１６－１
２７－１，２８，３４，３５，３６－２
３８，４４－１，５２－１，６０－１，６１
６４
（６４は４２０㎡の内１６８．８４㎡）

Ａ－４ 　主要地方道小松島佐那河内
線，国道５５号，市道芝生中
央線，県道宮倉徳島線，市道
西居屋敷花谷線，芝生町字西
浦と芝生町字花谷の境界線，
芝生町字西浦６１－１
５９－２，５９－１
５８－２，５８－１
４６－２，芝生町字西浦と芝
生町字萱久保の境界線，芝生
町字西浦と新居見町字大谷の
境界線，新居見町字蓮花寺と
新居見町字大谷，新居見町字
東山下の境界線，新居見町字
狭間と新居見町字東山下の境
界線，市道芝生井口線，新居
見町字山路と新居見町字東山
下の境界線，新居見町字猿額
と新居見町字山路，新居見町
字柳内，新居見町字西川との
境界線，市道芝生井口線，主
要地方道徳島上那賀線を順次
結んで囲まれた区域

　新居見町字東山下
１－２，２，４６，４７
４９，５３－１，５３－２
５４，５６－１，５６－２
５７－１，５８－１
５９－１，６０，６２－１
６３－１，６５－１
６６－１，６８，６９
７２－１，７３－１
７４－１，７５－１
７６－１，７７－１
８３，８４，８５，８６
８７，８８－２，９２

・国道５５号道路敷地から西側５０ｍの区域内の土地

・主要地方道小松島佐那河内線の道路敷地から南側５０ｍの区域内
の土地
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ａ－４ 新居見町 字山路 １－１，４５，４８－１，５１－１，５３
５４，５６－１，５７－１，６１－１
６３－１，６３－２，６６－１，６６－４
７０－１，７２－１，７４－１，７５
７７－１
（７０－１は８６１㎡の内８２２㎡）

字柳内 ５－１，６－１，６－４，１０－１，
３５－１，７４－２，７５，７８－１
（５－１は９７１㎡の内４５０㎡）
（６－１は４８６㎡の内３２２㎡）
（７４－２は１９７㎡の内７９㎡）
（７５は７４７㎡の内１５４㎡）

字東山下 ５８－２，６１－１，６４－４，６５－１
６７－１，７０－１，７１－１
７１－２，８３，９０

字月待 １８－１，１８－２，１８－３，２０－１
２０－２，３８－１，３８－３，４８，
５０－１
（４８は１,３３０㎡の内６５０㎡）

字狭間 １５，１６，３５－１，３５－４
４４－２，４７－１

字片石 ７，１４－２，１５－３

字佃 １０－７，１１，１５－１，２４，２５
２６－１
（１０－７は１,３７５㎡の内
  ２８２.２９㎡）
（１１は１,６４４㎡の内４４９㎡）
（２６－１は３８０㎡の内１１１㎡）

字義方 １２－１，１４－１，１４－５，１４－６
１５，１７－２
（１５は１,０８２㎡の内３３０㎡）

字柚木 ４５－１，４５－３，５３－１
（４５－１は１,５８９㎡の内１２１㎡）
（５３－１は９７８㎡の内
  ５００.６８㎡）

字蛭子 １３－１，１４－３

字西川 １－１，４－１，１８，３４－１
５２－１

字蓮花寺 １８，１９－１，２３，２４

字川付 １４－１

田浦町 字中西 ５５－１
（５５－１は９７５㎡の内２８８㎡）
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ａ－４ 田浦町 字西原 ７－１，８－２，２８－１，４３－１
６７－１，１０４－１，１０４－４
１１４－２，１１６－１，１２４，１２８
１３８－１，１４６－１
 (７－１は１,０８８㎡の内１３５㎡)
 (４３－１は１,１４５㎡の内５５０㎡)
 (６７－１は７６３㎡の内２６５㎡）
 (１０４－１は７７７㎡の内３３１㎡)
 (１０４－４は８００㎡の内４０㎡)
 (１１４－２は６１㎡の内６㎡)
 (１３８－１は１,３９０㎡の内７５０㎡)
 (１４６－１は５４８㎡の内４０２㎡)

字東内 ７－２，４１，４４－１，５２－１
１０１－１，１０２－１，１０２－５
１０６－３，１１９－１
（４１は４４７㎡の内２６５㎡）
（１０１－１は３９１㎡の内１６６㎡）

字神子ノ内 ３，４－１，５－１，９－１，９－２
１１－２，１２－１，２２－２，４２－１
４７－３，４８，６３－１，６４－１
７８－２，７８－３，１２０－１，１３３
１３４－２，１３５－１，１４５－２
（４７－３は８１㎡の内５７．３７９㎡）
（４８は７００㎡の内３３９．４１８㎡）
（６４－１は１,８６１㎡の内１５０㎡）
（１３５－１は８２３㎡の内３３１㎡）

字岩金 １０－１，２２－２，２８－３
３５－１，３６－１，３６－２
４４－１，５０－２，６４－１
６７－１，６９－１，１０６，１０６－４
（２８－３は７２２㎡の内２６５㎡）
（３５－１は１,６１１㎡の内８５０㎡）
（４４－１は２２９㎡の内３０.１４㎡）
（６７－１は１８８㎡の内
  １８７.１１㎡）
（６９－１は１,６９９㎡の内４５０㎡）
（１０６は２,２４１㎡の内９５１㎡）
（１０６－４は７８３㎡の内４５０㎡）

字近里 ９０，９１－２，９１－３，９７－１

Ａ－５

小松島町 字喜来 ５－１，９，１２－１，１２－２，１３－１
１３－２
（５－１は１６３㎡の内１７.２４㎡）

　主要地方道小松島佐那河内
線，東部都市計画区域との境
界線，市道
南小松島田野線，国道５５号
市道芝生５号線，芝生６号線
芝生町字内開３０，３１
３２，３９－５，３９－４
４１－６，４１－７
５１－１，５１－２，５４
５５－１
芝生町字内開と字網干との境
界，芝生３号線，芝生４号
線，国道５５号を順次結んで
囲まれた区域

・国道５５号道路敷地から東側５０ｍの区域の内，芝生町字内開７
２，７６を除く土地

・主要地方道小松島佐那河内線道路敷地から南側５０ｍの区域内の
土地
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ａ－５ 芝生町 字網干 ２－１，７－２，１４－５，１７－４
１７－１７，１９－１，１９－４，４２－２
４４－１，４４－３，４５－４，
４５－５，４６－１，４７－１，
４７－２，５２－３，５５－１，
５５－３，５５－５，５５－７
５６，５７－１，６１－１，６２－６，
６３，７２，７３，７６－１，
７９－６，８０－１，８１－１，
８２－１，８３－１，８７－７，
９５－１，９６－１，９７，９８－１
９９－１，１００－９，１０４，１０６
１０９－１，１１０－１
１１２－１，１１２－２，
１１３－１，１１９－１，１３３－１
１３４，１３５－５，１３７－１
１３７－３，１４１－１
１４５－１，１４５－２
１４５－８，１４５－９，１４５－１０
１４５－１８，１４５－２３，１４５－２６
１５０－１，１５０－３，１５３－１
１５４－３
（４４－１は１１６０㎡の内１１０２．５１
㎡）
（４４－３は７３３㎡の内４１１．４２㎡）
（４６－１は８３４㎡の内８２０．２１㎡）
（６３は８１５㎡の内４５０㎡）
（１１９－１は４６５㎡の内２７２㎡）
（１３３－１は１６８㎡の内８３㎡）

字内開 １６－１，２８，２９－２，３４－１
３４－２，３４－３，３６－１，３７
４９－１，６３，７０－１，７１－６
７１－７

字狭間 ５１－２，５４，５５－１，５５－２
５６－１，６８－１，６８－２

日開野町

字時信 ２９－１

字加々ませ ２－７，２－８，３－１，３－６，３－８
３－９，３－１０，４－１，４－５，５－１
６－１，６－２，８－１，１４－２
１９－１，２１－１，２１－２
２８－１，３０－１，３３－１
３３－３，４４－１，５６－３
（４４－１は５００㎡の内４５０㎡）
（５６－３は４４８㎡の内２６８．７２㎡）

字弥三次 ９－１，９－４，９－５，１０－１
１０－２，１０－３，１０－４，１０－５
１０－７，１０－８，１０－９，１１－３
１１－６，１１－７，１５－３，１５－４
１５－６，１６－１，１６－２，１６－３
１７－１，１８

字末次 ２－６，３－４，９，１０－１
２８－２，２８－４，３０，３２－１
３５－１，４２－１，４２－６
（９は６９０㎡の内１.３８㎡）
（１０－１は７７０㎡の内
  ７２０.４１㎡）
（４２－１は１,５１２㎡の内４００㎡）

田野町 字月ノ輪 １４５，１４６－１

２６，２７，２８，２９，３０－１
３２－１，３３－１，３４－１

字崎田
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ａ－６

芝生町 字網干 １－３，３－２

字赤石 １５０－６，１６１－２，１６１－７
１６４－１，１６５，１６６－１
１６６－２，１６６－３，１６６－４
１６７－１，１６７－２，１６８－１
１６８－４，１６９－１，１６９－３
１６９－４，１７０－７
（１６１－７は１,１５１㎡の内
  ２７５㎡）

田野町 字赤石北 ５１－１，５１－２，５１－３
７１－１

Ａ－７

田野町

字月ノ輪 １－１，１－２，２－１，２－４
３，４－１，４－３，４－４，４－５
５－１，５－２，６－１，７－１，７－２
８－１，９－１，２８－２，２８－３
３４－１，４１－１，４５－１，４７－１
６１，６９－１，６９－４，６９－５
７４－１，８１－２，
８７－１，８８－２，９０，９２－１
９２－４，９３－２，９３－４，９４－１
９４－２，９４－５，９４－６，９４－７
９４－８，９５，９６－１，９７，９９－１
９９－３，１０６－２，１０７
１０８－１，１０８－２，１０８－４
１０８－６，１０９－２，１１０－３
１１７，１３４，１３７
（８－１は５１１㎡の内１４６.７１㎡）
（９－１は７９４㎡の内２７３.２０㎡）
（３４－１は１,１９６㎡の内
　３７８.９２㎡）

　国道５５号，市道南小松島
田野線，県道田野勢合線，市
道田野１２号線， 県道宮倉徳
島線，市道芝生８号線を順次
結んで囲まれた区域

・国道５５号道路敷地から西側５０ｍの区域内の土地

　市道南小松島田野線，田野
川北岸，東部都市計画区域と
の境界線を順次結んで囲まれ
た区域

字平田 １９－１，２２，２６－１，２６－４
２６－５，２６－７，２７－１，２８
２９－１，３０－３，３０－４，３８
３９，４３，４５－１，５０－１
５１－１，５１－２，５２－２，８２－１
８２－３，８５－１，８７－１，９４－４
１０１－１
（２６－１は１１６㎡の内２０.６２㎡）
（４５－１は１,０９１㎡の内３３０㎡）
（８７－１は６０９㎡の内４００㎡）
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ａ－７ 田野町 字本村 ９２，１２６－１，１２７－１，２４７－１
２４７－３，２５２，２５３，２５５
２６８－１，２６９－１
２８２－１，２８２－４，２９１－４
２９２－１，２９４，２９７－２，３１１
３２１－１，３２１－３，３４７－２
３５３－１，３５３－２
（２４７－１は２１５㎡の内９２.０㎡）
（２９７－２は９３８㎡の内
　５８６.４㎡）

芝生町 字宮ノ前 ２－１，２－２，２０，２１，２３－１
３０－１，３１－１，３２－１，３２－２
３３－１，３３－２，３３－４，３４－１
３５－２，４６－１，４７－１，４７－２
４８－１

字宮ノ後 １１－２，１６－２，１６－３，２５
３０－１
（３０－１は８４１㎡の内２００㎡）

Ａ－８
７７－１から８２－３まで，１７４－１から１８０までを除く土地

字赤石南 １７３－１，１７４

字高田 ５１，５２，５３，８３，１５１－１
１５１－２，１５３－１，１５３－４
１５５－１，１５７－１，１５７－４，１５
９－１，１８７－３，２０８，２３６－１
２５４，２５５，２５８－３
２７０－１，２７０－２，３１４－２
３１５－１，３１９，３３８－１
３３８－１０
（２０８は１,０５５㎡の内
　４４９.０１㎡）
（３１４－２は５５３㎡の内２３０㎡）
（３１５－１は６２㎡の内３５㎡）

字本村 ３－３，６－１，９－１，３２－１，３８－
５
３８－６，４５，４６－２，６１－４
６２－２，６９，８６－１，９３
９４－１，９４－３，１０４－１
１０４－２，１１５－１，１１６－１
１１６－２，１１７－１，１１７－２
１３６－１，１６３－２，１７９－１
１８８－２，１９１，２６９－１
３０５－１，３０６，３２１－１
３２１－３，３２６－１
（３０６は８３６㎡の内３５５．８４㎡）

字仮家 ６２，１２０，１２３

　県道田野勢合線，国道５５
号，田野町字高田と田野町字
東山の境界線，田野町字宮ノ
下９９－１，９３－１
９２－１，８９－１，
８８－１，
８７－１，県道宮倉徳島線，
市道田野１２号線を順次結ん
で囲まれた地域

　田野町字仮家
４４－２，４４－３
１１６，１１８
１２４，１２６，１２７

・国道５５号道路敷地から西側５０ｍの区域の内，田野町字高田

田野町
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ａ－９ 田野町 字恩山寺谷 ２１－１，２１－２，２１－７，５２，５３
５４，７９－１，１１４，１７８－１
（７９－１は４２９㎡の内５５.９１㎡）

字中須 ４－２，５－２，２９－５，１０８－２
１２２－１，１２８－１
（１０８－２は８７９㎡の内２３５㎡）

字谷奥 １８１－３
（１８１－３は２８４㎡の内
　２６０.５８㎡）

　田野町字岡山

　田野町字中須

　田野町字恩山寺谷の内，市
道田野２号線，田野町字恩山
寺谷２５５，２５４－３，４
１，４２，４０，２５３－
１，２５２－１，２５０－
２，２５０－１，２４７，２
４２－１
２３６－１，２３５，２３
４，２３２，２３１，２２
７，２２６，２２３，２２
２，２２１，２２０，２１
９，２１８，２１７，２１
３，２１０－１，２０９－
２，２０７－１
２０６－１，２０３，２０
５，２０４，２０６－２，１
９８－１，１９６－１，１９
６－２，１９４－３，１９４
－６，１８５，１８４，１８
２，１８１－１
１８１－２，１８０－１，１
７４－１，１７８，１７７，
１７４－２，１７４－３，１
６５，１６７－１，田野町字
恩山寺谷と田野町字谷奥，
田野町字岡山，田野町字中
須，田野町字平田の境界線で
順次結んで囲まれた区域

　田野町字谷奥の内，田野町
字　谷奥と田野町字恩山寺
谷，田野町字岡山，田野町字
中須，田野町字仮家及び田野
町字宮ノ下の境界線，田野町
字谷奥６１－１，６６－１，
６６－２，７３－２，７４－
１，７５－１，７７，８５，
８６，８８，９０－２，１４
８，９１－１，９１－２，９
２，１３９，１４０，２０，
１４６，１４７，
１４５，１５２，１５３，１
５０－１，１５１，１６１，
１６０，１５９，１５８を順
次結んで囲まれた区域
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ａ－１０

田野町 字宮ノ下 ８５－３，１１０－４，１１１－１
１１１－３，１２３－１，１２３－５
１２６－１，１２６－２

字溝ノ木 ２８－２，２８－３，３５－１，３７－１
４４－１，４４－２，１０９－１
１１９－１，１２４－１，１２５－２
１３０－４，１３３－１，１３６－２
１３６－４，１３７－４，１４４－１
１４４－５，１８１－８，１９６－１
２０９－１

字奥角 ６１－１

字釿石 ６０－２

字鳥居本 ４３－１，５８－２，６０－１，６０－２
６８－２，９８－１，１１５－２，１１６
（４３－１は１,２４２㎡の内５１８㎡）
（９８－１は１,１６５㎡の内
　５１０.４１㎡）

　田野町字釿石

　田野町字奥角

　田野町字溝ノ木

　田野町字鳥居本の内，市道
田野２３号線，市道天王谷
線，田野町字鳥居本９２－１
９１，９０，１６８，１６６
１６４－１，１６３－１
１５７，１５５，１６２－２
１５８－２，１５２，１５０
１４６，１４３，１４２－１
１４０，１３３，１３２
１３１－１
田野町字鳥居本と田野町字釿
石，田野町字奥角の境界線を
順次結んで囲まれた区域

　田野町字宮ノ下の内，市道
田野２３号線，田野町字宮ノ
下１２６－２，１２５
県道宮倉徳島線，田野町字宮
ノ下８６－１から８６－３の
土地，１０２－２
１０２－１，１０１－１
１６２－４，田野町字宮ノ下
と田野町字溝ノ木の境界線を
順次結んで囲まれた区域

　田野町字東山２－２
１１－１，１４－１
１４－３，１５－１，立江町
字大田ノ浦６１－５
６１－４，６９－１
４１－１，４２－１
５９－１，６０－１
６９－２，６２－１
６８－２，６８－５
７２－７，７２－６
７６－４，７６－２
７６－１，７７－１，田野町
字溝ノ木と立江町字大田ノ
浦，田野町字東山との境界線
を順次結んで囲まれた区域
　

・田野町字釿石の内，田野町字釿石と櫛渕町，田野町字谷奥，田野
町字宮ノ下，田野町字鳥居本の境界線，田野町字釿石
２５８，２５５，２５４－１
２５２－１，２４９－１
２４７－１，２４６－１，２４６－５，２４５－１
２４４－６，２４４－３，２４２－２，１９－１
２０，２１，２２－２，２３３，２３２，２３１，２３０，２４
２３，２６，２０９，２１０，２０８，２０６
２０５－１，２０４－１，２０３，２８，２７，１９８
１９７－１，１８９－１，１８９－４
１８６－１，１８６－２，１８４－２，１８７，１８０
１７９－２，４４－１，１８８，１７６，４９，１７４
１７３，１７２，１７１－１，５２，５３，１６６，１６７
１６４，１６３，１６１，１６０，
１３８，１３６，１３５，１３４，１３２－１，１３０
１２９－３，１２９－４，６８，１２４－３，７０，６４
６３，７１，７２，７５，１１３－１
１１３－３，１０７－１，１０７－３，１０８－２，
１０８－１，を順次結んで囲まれた区域内の土地

・田野町字奥角の内，田野町字奥角と田野町字溝ノ木，立江町字中
山，櫛渕町字大谷奥，田野町字釿石の境界線，田野町字奥角
１５８－１，１５５，３４－１，１５６，１５４，１５３
１５１，１５０，１４９－１，１４９－２，１４９－３
１４７－１，１４７－２，１４６－２，１４５－２，１４４－２
１４３－３，１４２－２，１４３－１，１４８
１３５－１，１３２－１，１３２－３，１３１－３，１３１－２
４５－２，１３０－１，４５－１，４４－４，１２１－６
１２１－４，１２１－１を順次結んで囲まれた区域内の土地

・田野町字溝ノ木の内，田野町字溝ノ木１９６－１，１９８－２
１９８－１，２０５－３，２０５－１，２０５－２，
２０９－２，２１０－２，２１０－５，１２０－２
１２１－２，１２５－１，１２４－２，１２４－７，
１２４－５，１３０－５，１３２－２，１３３－２，
１３７－１，１３７－７，１３７－２，１３７－９
１３７－８，１３７－４，１３７－６，田野町字溝ノ木と田野町字
東山，立江町との境界線を順次結んで囲まれた区域内の土地

・田野町字溝ノ木の内，田野町字溝ノ木１８１－１２，１８１－８
１８１－９，１８１－１，１８０－２，１７９－１，１８０－１
１８１－７，田野町字溝ノ木と田野町字東山，田野町字東山との境
界線を順次結んで囲まれた区域内の土地
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ａ－１０ 立江町 字大田ノ浦 ６８－１，７２－１
（６８－１は８,０２１㎡
　の内２,７００㎡）
（７２－１は３,７４１㎡の内８００㎡）

Ａ－１１ ・国道５５号道路敷地

田野町 字赤石南 １－１，３－１，３－３，５－１，５－２
１４－１，２０－１，２４－１，２４－３
１５６－４，１８３－１，１９７
２７６－１，２７８－１，２７８－２，２７
９
２８０，２８６－１，２８８－１
２８９－１，３７８－２，３７９－２
３８７－８，３９１－３，４０１－１
４０７－１，４０７－３，４０８－１
４１２－１，４１２－４，４１４
４２３－１，４２４－１

字赤石中 １－１，６－２，７－１，８－１，１０－１
１１－１，１２－１

字高田 ５５－１，７６－１，８９－１
（７６－１は２,５１７㎡の内
　４８９.５㎡）

　田野川北岸，東部都市計画
区域との境界線，県道田野勢
合線，田野町字高田
１８－１，１９－１，２１
３５－１，３６－１
４０－１，４４－１
国道５５号，７６－１
７５－１，県道田野勢合線，
市道南小松島田野線を順次結
んで囲まれた区域

　田野町字高田１１１－１
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考

Ｂ－１ 立江町 字大田ノ浦 ９－１，１１－１，１１－３，１１－４
１１－９，１２－１，１３－１，１４－１
１５－１，１６，１７，１８，１９，２０
２１－１，２２－１，２２－２，２２－３
２２－４，２２－５，２２－６，２２－７
５４－２

字炭屋ヶ谷 １７－１，１９－４，３６－１４
３６－１５，３７，４６，４７－１
４７－３，４８－１，４８－２，４８－５
５０－１，５０－２
（３７は４,０２５㎡の内２１９㎡）

Ｂ－２ ・国道５５号道路敷地から南側５０ｍの区域内の土地

立江町 字青森 ９０－１，１０２－１，１１１，１１７
（１０２－１は６０３㎡の内３９４㎡）
（１１７は８３４㎡の内１６０㎡）

字宮前 ２０－１，２１

字北城 ３６－１，３７，４１－１，５８－１

６３－１，６９－１

字玉田 ４－３，５－１，１３，１５，２３－１
（５－１は１８６㎡の内８５.１３㎡）

字松塚 １－１，２－１，２－２，３－１，３－３

字黒岩 ７－１，８－２，８－３，８－１１，９－１
９－２，１０－１，１１，１２－１
１３－１，１４，１５－１，１７－１
１９－１，２０－１，２１－１
２２－１，２３－１，２３－３
２３－１０，２４－１

字新開 ７－１，１９－１，４５，４６－１
４６－３，４８－１，４９－１，１１０－１
１１１－１，１１２－１，１１３－１
１１４－１

除　外　す　る　土　地

　立江町字高田７０
６９－１，６９－２
６７－１，６５－８
６６，６５－６，６５－３
６４，７７－２，７７－１
７８－１，６３，６１，６２
５８，５６，９８－２，５４
１００－２，立江町字炭屋ヶ
谷１９－２０，１９－３
１９－４，１７－１
３６－１，
３７－１，３７－２
４５－６，４５－２
４５－１，
５０－１，立江町字大田ノ浦
９－１，
１１－１０，１１－８
１２－３，１４－１
１５－１，１５－５
２２－１１，２２－８
５１－１，５４－２
５４－１，５４－７，９０
７４，７６－１，７６－７
７７－１，立江町字大田ノ浦
と田野町字溝ノ木との境界
線，立江町字高田と田野町字
溝ノ木との境界線を順次結ん
で囲まれた区域

　市道立江２２号線，市道立
江５号線，国道５５号，ＪＲ
牟岐線，主要地方道阿南小松
島線，市道立江１４号線，市
道立江１３号線，市道立江駅
塩瀬線で順次結んで囲まれた
区域

　立江町字松本５４－１
５８－１
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ｂ－３

立江町 字青森 １８－１，１９，２０，２１，３０－１
３１－１，３１－２，３１－５，３２－１
３３－１，３３－２，３４－１，３５－３
３５－５，４１－１，４３－１，４３－２
５２－１，５２－２，５３－４，５４－６
６２－９，６３－１
（１８－１は１,２３１㎡の内３３７㎡）
（１９は６７４㎡の内６４２㎡）
（３３－２は１,０６５㎡の内７７２㎡）
（３４－１は４６２㎡の内４４５㎡）
（３５－３は６３４㎡の内１９３㎡）
（３５－５は５１㎡の内９.５３㎡）

字宮前 ４－１，５－１，３７－１，３８－１
４０－１，４０－４，４４，４６－１
４７－１，４８－１，４９，５７
５８－１，７３，７４，７６－１
（７３は１,６３６㎡の内８６４㎡）
（７６－１は１,８１２㎡の内６８４㎡）

字株木 １１－１，１１－２，４６，９８－１
９８－２

字前田 １１６－１，１１６－２

大林町 字森ノ本 １１－２，１５－２，１７－３，１８－１
６５－１，６６－１，６６－２，６７－１
６８－１７０，７１，７３，７４，７５－１
７６－１，７７－１
（１１－２は６７２㎡の内３９４㎡）
（１７－３は１,８１６㎡の内２０２㎡）
（１８-１は５,１５８㎡の内
　４,０００㎡）
（６５－１は１,６５８㎡の内７９６㎡）
（６６－２は１,８４６㎡の内
６９８.９３㎡）
（６７－１は１,６６９㎡の内
  １,０４５㎡）
（６８－１は１,７１７㎡の内
  １,０９８㎡）
（７０は６０６㎡の内１１４㎡）
（７１は１,３４９㎡の内２９８㎡）

字岩戸 １１－１，１１－２，１４－１，１５－２
１５－３，１６，１７－１，１７－２
１７－３，１７－４，１７－５，１７－６
１７－７，１７－８，１７－９，１７－１０
１８－１，１９－１，１９－２，２０－２
２７－１，２７－６，２９－２，３０
３７，３９，４０－１，４９，
５０－１，７７－１，８９－１
（１４－１は２,９８２㎡の内,３９６.４６
㎡）
（３０は２,００４㎡の内４４８㎡）
（４９は６８７㎡の内６６１.９９㎡）
（５０－１は２３６㎡の内
  １３４.２１㎡）

　国道５５号，県道１３０号
線，小松島市と阿南市との境
界線，ＪＲ牟岐線を順次結ん
で囲まれた区域

　大林町字中新田１２５
１２６，１３２－１，１３６
１３８，１６１，１６４

・国道５５号道路敷地から南側５０ｍの区域内の土地

・県道１３０号線道路敷地から西側５０ｍの区域内の土地
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ｂ－３ 大林町 字中新田 ４４－１，６２－１，７８－１，８０
１０８－３，１０９－１，１１８－１
１２０－２
（７８－１は１,３８３㎡の内
　１１７.７９㎡）
（８０は１,４０４㎡の内３６０.７４㎡）
（１１８－１は２,０２４㎡の内３００㎡）

字宮免 １３－１，１４，４２－１，４３－３
４５－２，４７－２，４８，４９
１３３－１
（１４は６４５㎡の内３３０㎡）
（４２－１は１,８９２㎡の内３３０㎡）

字中村 ７，９６－１，１３５
（１３５は８８７㎡の内１３９㎡）

字高橋 １，２８，３１，４５，５５，７１－２
７２，７３，７４，７５－１，１０１－１
１３３－１，１３４－１，１５１－１
１５１－２，１５２，１５３
（４５は１,３５６㎡の内３２４㎡）
（１５２は２,９２６㎡の内１,４６３㎡）

Ｂ－４ 立江町 字北田頭 ６－１，７－３

字南田頭

字馬渕 １－１，３－１，２９－１，２９－３
６１－２，１２３－１，１２７
１２８
（３－１は８５８㎡の内４５０㎡）
（２９－１は７２９㎡の内
　４４８.４４㎡）
（２９－３は１,１５５㎡の内
　３３３.８３㎡）
（１２７は４８６㎡の内４７３.６０㎡）
（１２８は８２７㎡の内８１８.７６㎡）

字下内江 １－１，２５－４，２８－１
（２８－１は１,０７２㎡の内３１９㎡）

字柳ノ内 ４２－３，４８，５１－２，５９，６０
６３，８５－１
（４２－３は１,４７１㎡の内
　４９９.９９㎡）

　ＪＲ牟岐線，小松島市と阿
南市との境界線，
立江町字南山２５８，２５７
市道立江５７号線，
市道立江櫛渕線，市道立江
６４号線，立江町字黒須
１０２，１０１，１００
９９，立江町字大吉７１
６４，立江川右岸，市道柳ノ
内豊田線市道立江３４号線
立江町字柳ノ内
１０－１，１３，１１９
１０６，１１５，１２６
１３１，市道立江３２号線
市道立江２９号線，立江町字
南田頭３７－１，３９－１
４０－１，
市道立江２１号線，
県道立江停車場線，市道中村
中央線を順次結んで囲まれた
区域

　立江町字野神８９－３
８９－１，
２４８，２５２，４７－１
２５５，２５４，４９－１
９７－１，９８
市道立江櫛渕線を順次結んで
囲まれた区域

外開７４，８０，８７を加え
た区域

３４，４１，４２，４８－１，５０－３
５８－１
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ｂ－４ 立江町 字柏田 ４３－２，５４－３，５４－５
５４－６

字露ノ本 ４７－１，４７－３，６７－１，
９６－１，９８，１３０－１
１３３
（１３３は２,９７０㎡の内４０３㎡）

字豊田 １８
（１８は７２４㎡の内３３０.５８㎡）

字椋ノ本 ９３，９４－１，９７－１，９７－２
２３２
（２３２は１,７８３㎡の内
  ６０９.８０㎡）

字青木 ３９，４０－１，４３－１，５５－２
６１－１，６２－１，８８－１，１１３

字野神 １１－１，１３－１，３５－１，４３－１
４４，４５－１，４６，９７－１，
９８－１，９８－２，１０２－１，
２１７－２，２１７－３，２３６

字南山 ２５－１，２５－３，２７－１，２７－２
１０８，１２５，１２９－１，１２９－２
２２７－２

大林町 字宮免 １４０－２，１６３－２

　立江櫛渕線，立江町字野神
９－１，１３－３，１３－１
２１０－１を順次結んで囲ま
れた区域

　市道立江５７号線，市道立
江櫛渕線，立江町字南山
１８３－１，１７９－４
１７９－１，１１－３
１２－１，３０－１，１９７
２０３，２０４を順次結んで
囲まれた区域

　市道立江５７号線と立江町
字南山２１－１から
３０－１の土地，１１４から
１２２の土地，１２４
２３８，２３５，２３４
２３３，２２７，２２５－２
２２５－１，２２５－３を順
次結んで囲まれた区域

　立江町字鍋寺
１７－１，１８－１
１２６，１３１，１３８
１４０，市道立江３６号線を
順次結んで囲まれた区域

　立江町字南田頭２８－１
２８－２，２８－５
２９－１，２９－３
３１－１，３２，３６－１
３６－３
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ｂ－５ 立江町 字中ノ坪 １１７－１，１２３－７，１２６－１
１２８－１，１３０－１，１４１－３
１４１－４
（１３０－１は１,３０４㎡の内
  ４５０㎡）

櫛渕町 字油免 １２－３，１６－１，１８－１，１８－７
７６－１
（１６－１は１,７４３㎡の内６７１㎡）
（１８－１は２,５４１㎡の内９９０㎡）

字間町 １９－１，２０，２５

字北佃 ２６－１１，２８，４８－５，４９－１

字関免 ３－７，４－１，４－６，７－４，８－４
１０－３，１３－１，１８－１

字左近田 ２－１，３，１４－１，３５，３６－１
３７－１，１０３
（２－１は８３６㎡の内７７３㎡）

字大郷領 １０，１１－１，１１－２，１２，１３
１４，１５，４０－１
（４０－１は５８８㎡の内４４９㎡）

字諏訪 １－１，１－２，２－１，５－１，６－１
８－１，９－１，１０－１，１０－２
１１－１，１２－１，１３－１，１３－３
１５－１，１５－２，２０，２２

字外開 １００－７

　市道立江６４号線，市道立
江櫛渕線，櫛渕町字左近田
１１５
２６－１，２５－１
２３－１，３５，主要地方道
阿南小松島線，市道清水櫛渕
線，市道櫛渕１３号線，市道
宮ノ内線，市道櫛渕１５号線
櫛渕町字中田１２０－１
１３５，１３８，１４１から
１４７の土地，１５１，市道
櫛渕１４号線，市道清水櫛渕
線，市道櫛渕１７号線，櫛渕
町字諏訪１６３－１
１６２－１，１５７－１
１５８－１，１６０－１
７６，７７，７８－１
７８－２，７９，８３－１
６３－２，６３－１
６０－３，５６－１，１５－
２
１５－１，２０，２２
櫛渕町字喰味谷，
１０８－３，１０８－１
１１０－１，
１０９－１，
１１０－４，市道喰味谷線，
市道櫛渕１９号線，櫛渕町字
湯谷と櫛渕町字湊の境界線，
市道湯谷大谷線，市道清水櫛
渕
線，市道櫛渕２１号線，櫛渕
町字数延７１，
１４３，１４２，１２６
１２５，１２４，１２３
１２２，１２１，１１８
１１６，１１２，１０５
１０４，１０３，１０２
１０１，１００－１，市道湯
谷大谷線，市道櫛渕２３号
線，市道櫛渕２４号線，市道
櫛渕２２号線，市道櫛渕２１
号線，市道清水櫛渕線で順次
結んで囲まれた区域
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ｂ－５ 櫛渕町 字久友 １６－２，２１－４，５７－１，５８，５９
６０，６１，６２，６５，６６，６７，６８
２２４，２２９
（２２４は８５５㎡の内４５０㎡）

字湊 １９－１，２０－３
（１９－１は４７３㎡の内３５４㎡）
（２０－３は６３０㎡の内１９４㎡）

字太田 ３１－８，５２－１，５６－１

字中田 ３７，３８－１，１５２
（１５２は１，２０６㎡の内３４８．１７
㎡）

　櫛渕町字佐山４－１
３，４－２，１７１，１７２
１１－１，１０，１５５
１５４，市道立江櫛渕線を順
次結んで囲まれた区域

　櫛渕町字新作１６４から
１７１の土地，１８６－１か
ら１９３の土地

　立江町字中ノ坪６２－１
２８０
　
　櫛渕町字外開７１から７
４，８０，８７の土地，
１００－７から１０２－１の
土地，１０４，１２１，１９
０から１９３の土地，１９
８，２００，２０１，２０
５，２１０－１
２１４，２１６

　櫛渕町字久友２０７から
２１０の土地，２１４から
２１９－２の土地

　櫛渕町字久ヶ谷１０
１１－２，１２，１４－１，
１４－２
１７－１，１８－１，１９－
１
　
　櫛渕町字油免８－１，９－
１，１３－１から１８－１の
土地，２１，２７－１，２７
－２，４７－１から５３の土
地７６－１

　櫛渕町字二反田１３１
１３２，１３８，１３９
１４０，１４１，１４２
１４３，１４５

　櫛渕町字間町１１－１，８
１から８４の土地

　櫛渕町字山口３９－１
４０－１，４１－１
４２－１，５２，５３－１
５３－２，５４－１，５５
　
　櫛渕町字左近田２－1，３
１４－１，１２６
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ｂ－６

櫛渕町 字木原 ９７－３

字山口 ８４－５

Ｂ－７ 　櫛渕町字萱原９－３
９－２，９－１市道櫛渕１１
号線，櫛渕町字萱原２３－
１，小松島市と阿南市との境
界線，小松島市と勝浦町との
境界線，主要地方道阿南勝浦
線を順次結んで囲まれた区域

櫛渕町 字萱原 ２－１，５７，５４－１，６０－１
６０－３，６０－４，６１，６６－４
６７，７３－１４，７４－３２，７４－６３
７４－６４，７４－７２，９８－２
（６０－１は４,６２２㎡の内
　３,２２９㎡）
（６０－３は４,６９１㎡の内
　１,０４７㎡）

Ｂ－８

櫛渕町 字宮ノ内 ３－１，８－４，２１－１
（３－１は１,５４３㎡の内１,０００㎡）

字植松 １０－１，１１，１２，１６－１，
１７－２，１０１－１，１０８－１，
１０８－２，１０８－５

　市道立江櫛渕線，櫛渕町字
新作と櫛渕町字久友の境界線
櫛渕町字新作８８，８９－
１，
８４－１，８５－１
８７－１，８７－２，８６
櫛渕町字佐山１３４，１０３
－２，１０２
１０１，１００－１
１００－４，櫛渕町字木原
１０６－１，１０５－１
１０５－２，１０１－４
１０１－１，１００－３
９９－１，９８－６
９６－３，９７－１
櫛渕町字山口９２－１２
９２－１，９２－３
８７－１，８７－２
９１－４，９１－３，主要地
方道阿南勝浦線，主要地方道
阿南小松島線，櫛渕町字左近
田３３－２，３３－１
３４，３０，２７，櫛渕町字
山口１０５，櫛渕町字左近田
１７－１を順次結んで囲まれ
た区域

　櫛渕町字木原１０８－１，
１０８－３

・櫛渕町字新作１６４から１７１の土地，１８６－１から１９３の
土地

・櫛渕町字佐山４－１，３，４－２，１７１，１７２，１１－１
１０，１５５，１５４，市道立江櫛渕線を順次結んで囲まれた区域

・櫛渕町字左近田３，１４－１，２－１，１２６，市道立江櫛渕線
を順次結んで囲まれた区域

　櫛渕町字奥條

　櫛渕町字二反田

　櫛渕町字宮ノ内

　櫛渕町字植松

　櫛渕町字中田６８－１
６９，６８－２，７０，７２
７７，７３，４７，４９－１
６３－４，６３－５，５５
５６，６３－３
６３－１，６４－１
６４－２，６５，６６－２
６６－１を順次結んで囲まれ
た区域

　奥條１０４－２，１０４－
３

　二反田３２－１，３２－
２，３３－１，９３－１，９
３－２，１０８，１１０－２

　宮ノ内７３－１

　中田６４－２

・櫛渕町字奥條と櫛渕町字二反田，櫛渕町字中田，櫛渕町字山口と
の境界線，市道櫛渕１０号線，櫛渕町字奥條４６，４７，４８
１０３，９７－２，９８，９５，８７，８４，８５
８６を順次結んで囲まれた区域内の土地

・櫛渕町字二反田と櫛渕字中田との境界線，櫛渕町字二反田１４
５，１４０，１３９，１３８，１３４，１３２，１３１
１７－１，１８－１，１９，１７－２，１３３
２を順次結んで囲まれた区域内の土地

・櫛渕町字宮ノ内と徳島市との境界線より南側２００ｍの区域内の
土地

・櫛渕町字植松と櫛渕町字宮ノ内との境界線，櫛渕町字植松
７１－１，７１－２，６７，７２，７３－１，７５，７６
７３－６，７３－７，７３－８，８６，８４，８３－２，８３－１
櫛渕町字植松と櫛渕町字小那智，田野町字釿石，及び徳島市との境
界線を順次結んで囲まれた区域内の土地
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ｂ－９

櫛渕町 字湯谷 ５６－５

字大谷 １５－１，４７－１，６２－１，１２３
（１５－１は１,１８３㎡の内４㎡）

　櫛渕町字諏訪

　櫛渕町字喰味谷

　櫛渕町字小那智

　櫛渕町字瑞雲

　櫛渕町字湯谷

　櫛渕町字湊

　櫛渕町字藤ヶ崎

　櫛渕町字数延
 
　櫛渕町字大谷

　櫛渕町字東谷

　櫛渕町字大谷奥

　櫛渕町字植松１０－１
１１，１２，１６－１
１７－２，１０１－１
１０８－１，１０８－２
１０８－５

　櫛渕町字油免２９－１
３３－１

　櫛渕町字小松３０，９９－
４，１０１，１１６，１１７
－１

　櫛渕町字小那智６１－１

　櫛渕町字湊５０

　櫛渕町字大谷１７－１

　櫛渕町字大谷奥８０－１
８０－２

・櫛渕町字数延１００－１，１０１から１０５，１１２，１１６
１１８，１２１から１２６，１４２，１４３，７１，市道櫛渕２１
号線，市道清水櫛渕線，市道湯谷大谷線，櫛渕町字大谷と櫛渕町字
数延との境界線を順次結んで囲まれた区域内の土地

・櫛渕町字藤ヶ崎と櫛渕町字数延との境界線，市道櫛渕２１号線，
市道清水櫛渕線，市道湯谷大谷線，櫛渕
町字藤ヶ崎３７，３４，３３－１，２４，２７，６－１，６－５
７，８，１３－１を順次結んで囲まれた区域内の土地

・市道湯谷大谷線，市道清水櫛渕線，市道喰味谷線，市道櫛渕１９
号線，櫛渕町字湯谷と櫛渕町字湊の境界線を順次結んで囲まれた区
域内の土地

・市道喰味谷線，櫛渕町字北佃と櫛渕町字喰味谷，櫛渕町字諏訪と
の境界線，櫛渕町字諏訪と櫛渕町字太田，櫛渕町字中田の境界線
櫛渕町字諏訪１２５－１，１２１－１，１２０－１，１１９－１
１４０，１４１－１，７８－１，７９，８３－１，６３－２
６３－１，６０－３，５６－１，１５－２，１５－１，２０
２２，櫛渕町字喰味谷と櫛渕町字小那智との境界線を順次結んで囲
まれた区域内の土地

・櫛渕町と田野町，立江町との境界線，櫛渕町字東谷と櫛渕町字小
松との境界線，櫛渕町字東谷６７，６４，６３，７７，１１０－２
１０７，１０８－２，９４－１，９３，１５０－１，櫛渕町字大谷
奥６９，６８－１，７０，１４－１，１５，５２－１, ５２－２，
５１－１，５１－２，４２－２，４１，４０－１，
２５－１，２６－１，３７－１，櫛渕町字瑞雲５２－１
５２－２，５３－１，５４，２１，３２－７，３２－５，３２－１
櫛渕町字小那智７０－１，６３－１
６３－４，６２－１櫛渕町字小那智と櫛渕町字植松との境界線を順
次結んで囲まれた区域内の土地
（櫛渕町字大谷奥６８－２，６９および櫛渕町字小松３０を除く）
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ｂ－９ 櫛渕町 字東谷

字喰味谷 ２－１，７－２，１４－５，１７－４
１７－１７，１９－１，１９－４，４２－２
４４－１，４４－３，４５－４，
４５－５，４６－１，４７－１，
４７－２，５２－３，５５－１，
５５－３，５５－５，５５－７
５６，５７－１，６１－１，６２－６，
６３，７２，７３，７６－１，

字諏訪 １０４－６

Ｂ－１０ 立江町 字黒岩 ４４－２，４５－１，４６　立江町字黒岩４４－２
４５－１，４６，５０－２
５２－１，５２－２
５４－１，５５－１
５６－１，５７－１
５８－１，５８－２
５９－１

　立江町字赤石７０－１
７１，７２－１，７３－１
７３－２，７３－３
７３－５，７６－１

１－１８，１－１９，２－２，３－３
２０，２１，２２－１，２２－２，２４－２
２９－１，２９－２，３３－１，３３－２
３６－３，４４－３，４４－４，４４－５
５４－４，５６－２，６０－４，６１－３
６５－１，６５－４，６５－５，６６－１
７２，７４，７５，７６，８０，８２－２
８３－１，８３－２，８３－３，９４－２
９４－３，９５－２，９６，９７，９８
９９，１０１，１０２，１０４，１０５
１０６，１１３－３，１１５，１２７－１
１２７－３，１２７－４，１２７－５
１３０－２，１３７，１４８－２
１４８－３，１５０－２，１５０－３
１５２－２，１５４－３，１５４－４
１５５，１５６，１５７，１５８，１６０
１６１，１６２，１６３－２，１６４－１
１６４－２，１６４－３，１７３－１
１７３－２，１７７，１８２－１
１８２－２，１８２－３，１８３－１
１８３－２，１８５－１，１８６－１
１８７－２，１８８，１９０，１９１
１９２，１９３，１９４，１９５－１
１９５－２，１９６，２０３，２０７
２０９－２，２１０－２，２１２－２
２１９－３，２２０－３
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考

Ｃ－１

大林町 字岩戸 ８４－１，８３－１，８４－３，８５，８６
８７－１，８７－２，８８，８９－１
８９－３，９０－１
（８３－１は１,１４５㎡の内０.６４㎡）

字金岡 ４７－１，４７－３，４７－４，４７－５
４９－１，５１，５４，５５－１，５５－３
５７－１，５７－３，５８，５９－１
６０－１，６１－１，６１－２
６１－３，６９，７０，７２，８８
８６－１，９０－１，９０－３，９１－３
９１－４，９１－５，９９－１

字高橋 ４３－１，５３－１，５３－２，
５４－１，５４－２，５６－１，５８－１
５８－３，５８－４，５８－５，５８－６
６２，６５，６７，６９－７
（５８－１は１，２９１㎡の内４９５㎡）
（６２は９９９㎡の内３５８㎡）
（６５は３２０㎡の内３１８.６８㎡）
（６９－７は３２０㎡の内
　２５８.６３㎡）

字宮ノ本 ３－２，２４－３，３３－１，３５－４
４０－１，４２－１，５３，５６－１，６４
６５－１，６６－１，６７－２，６７－３
６８－１，６８－２，７０－２，７１
７２－１，７３－１，７４－１，７５－１
７６－１，７８－１，８０，８１－１
８１－２，８２－１，８３－１，８４－１
８５－１，８５－２，８５－６，８７－１
８９－１，９０－１，９１－１，９１－２
９２－１，９２－２，９２－３，９３－１
９４－１，９５－１
（６８－２は９８４㎡の内１０８㎡）
（８５－１は１,０６２㎡の内４７２㎡）
（８７－１は１,９５４㎡の内
　６６.１９㎡）
（８９－１は８０９㎡の内
　７７０.２５㎡）

除　外　す　る　土　地

・国道５５号道路敷地

・県道１３０号線道路敷地から東側５０ｍの区域内の土地

・市道坂野３７号線，市道坂野３５号線，坂野町字相久６７－１
市道坂野４２号線，市道坂野２７号線，県道坂野羽ノ浦線，小松
島市と阿南市との境界線を順次結んで囲まれた区域

・現況山林原野

　県道１３０号線
小松島市と阿南市との境界線
県道大京原
今津浦和田津線（旧道），東
部都市計画区域との境界線を
順次結んで囲まれた区域
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ｃ－１ 大林町 字中津 １０－１，１７－１，１８－４
１８－６，２１－３，２６－１，３０－１
３１，３４－３，３５－１，３７－１
３７－４，３７－１１，４６－１
４７－１，４８－３，５０－１
６３－１，６３－２，６４－１
６４－３，６５－１，６６－１
７２－２，７４－１，７５－１
７６－１，７７－１
（２６－１は１,４５６㎡の内４４３㎡）
（３０－１は１,３９６㎡の内３３５㎡）
（３１は６２１㎡の内１３０㎡）
（３４－３は７３６㎡の内１５４㎡）

字北浦 １－１，２－１，３－１，４，４－１
１８－１，１９－１，２０－１，２１－１
２１－２，２１－８，２１－９，２２－９
２２－１，２２－１３，２３－１，２４－１
３１－９，３３－４，４７－５
４８－１，４９，５１－３，５２－１
５４－１，５５－２，５５－４
（４は１,１９５㎡の内５００㎡）
（４－１は６７９㎡の内５００㎡）

字鎌須 ２０－１，２１－１，２９，４４－１

字本村 ２－２，６－１，７－１，１８－１
１９－１，４３－４，４７－４，５１－１
５７－１，５７－２，５８－１，６０－１
９７－２，９８－１，１０２－１
１０４－１，１０５－１，１０６－１
１１０－１，１１１－１，１１３－１
１１４，１１５，１１６－１
１２５，１３２－１
（１８－１は１,２０２㎡の内３６０㎡)
（６０－１は７２２㎡の内２４８㎡)

字立光地 １１，１２，１６，１７－１，１８－１
１８－５，１９，２９－１，３０，
３１－１，３１－２，３１－３，３２
３３，４０，４１－１，４９
４９－２，４９－１０，４９－１１
７３－２，１１５－１，
１１６－１，１１６－３，１４３－１
（１９は２,４３５㎡の内９５０㎡）
（７３－２は２,４７２㎡の内
　１,４４０㎡）

字中新田 ７－１，９－１，４７
（７－１は２,７８１㎡の内
　５３４.５６㎡）
（９－１は１,５５１㎡の内１２.３４㎡）

字金島 ５－１，８１－１
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

字東溜リ ３３－１

字天神東 １０－１，１０－２，１１－１
１２－１，２８－１，２９－１，３１，４１
－１，４２－２，５０－１
５３－１
（２８－１は９２５㎡の内３６．９５㎡）
（２９－１は４１７㎡の内２９．５９㎡）
（３１は６４４㎡の内３８．９１㎡）

字天神前 １－２，５

字シャウ内 ８－１，２５－１，３０，３４－１
３６－４，３６－５，３６－１７
（２５－１は８３０㎡の内２０７㎡）

字宮ノ東 ３８，３９－２，４７－１，４８－４，
５０－１，５０－２，５０－３，５０－４
５３－１

字松木 ３－１，１３－１，１４
（１３－１は１,５３６㎡の内２９４㎡）

字平田 ４－１，５－１，９，１１－３，１２，１７
１９，２２－２，３０－１，４６－１
５２－２，５２－６，５２－９，５４－１
５４－６，５５－４，１０４－２
１０５－１，１０５－２，１０６－１
１１１－１，１１１－７
（１２は９２４㎡の内６４㎡）

字立花 １－３，２－３，１３－１，１３－６
１８－８，１９

字細野 １，２－１，２－８，３－４，２５－１

字松コロ ２－１，１４－１，１７－４，２７－２
３２－１，４２－１，５９－６，７３－１

字加喜内 １７－２，２７－２，３１－１，３１－５
３２－７，３２－８，４４－１

字原京 １１－２，３１－１，３５－１
（３５－１は1129㎡のうち111.28㎡）

字向原 ５，１０－１

字中合 ９－１

字楠木 ３５－１，４６－３

字楠ノ下 ４－１，３５－１
（４－１は１,０３９㎡の内４４９㎡）
（３５－１は１,９２９㎡の内４９３㎡）

Ｃ－１ 坂野町
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ｃ－１ 坂野町 字シヅ田 ４１－１，４１－６，４１－７，
５５－１，５５－２，５５－３
（４１－１は２,８６３㎡の内
　３３３.５３㎡ ）

字竹のはな １－１，１－５，１－６，２－１，５－１
６－１，７－１，１１－１，１５－１，１６
１８－１，２２，２３－１，３５－２
（１－１は１,５０８㎡の内５５０㎡）
（１５－１は９３４㎡の内１００㎡）

字太郎丸 １１－１，１１－６，１１－７，１３
１６－２，１８－１，３４－１，４３，４４
４５，４６－２，６１－３

字柳田 ３７－１，３８－１，３９－１，４９
５０－１，７６

字樫のべ １１－１，３１－１，３２－１，３３
３４－１，３４－２，３５，４４－１
４８－２
(３１－１は１,１３６㎡の内１３１㎡)
(３３は１,３１６㎡の内１,０７８㎡)

字砥鼻 ６－１

字ミぞ口 ３－１，６－１，１１－１，１８，２０－１
２１，２２，２３－２，２５，２６，２７
２８，２９－１，３０，３２，４４－４
４８－１，４９－１，５０－１，５３－２
５４－１，５５－１
（６－１は９５３㎡の内５００㎡）

字相久 ３－２，５－１，１７－１，１７－２
１８－１，１９－１，３３，３４，３５
３６，３７，３８，４３－１，４３－４
４４－３，４５－１，５１－１
５４－１，５５－１，５７－１，５７－８
６２－２，６２－３，６３－１，６４
７５－１，８６－１，８６－３
９６－４，９８－２
（４３－１は１,６４５㎡の内５００㎡）
（９８－２は６４５㎡の内４４８㎡）

字春日 ８－１，８－２，１４－１，１６－１
１８－４，１８－５，１８－６，２１－１

字大場 ３－１，３－２，３－５，３－６
３１－１，３９－１，８２

字黒地 ６－２，６－１０，１５－１，３８－１
４８－２，５２－１，５５－１

字大原 ５６－１

字苅屋 １５－２

字島の内 １００－７

字時宗 ２７－１，２９－４，３７－１，３７－２
３７－３
（２７－１は１,２５８㎡の内９５.５㎡）
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ｃ－１ 坂野町 字さんた ３７－１

字西畑 １４－４

字斜敷 ５８

字種井 ２９－４，４４－１，６３－１

字大塚 １－１，２－１，８－１，９－１，１０－１
１０－５，１２－４，１６－２，５１－２
５８－１
（１０－１は１,０８４㎡の内５００㎡）
（５１－２は７２１㎡の内８８㎡）
（５８－１は２,４６８㎡の内６５㎡）

字茶園ノ木 １８－１

字佃 ２３－１，２３－３

Ｃ－２ ・現況山林原野

和田津開町 字ヒガシ １３－３，１３－５，１３－９，１３－１０
１３－１９

字三ッ合 ３５９－３

字屋敷ノ西 １５５－２，１５５－１，１５５－９
１５６－２

坂野町 字神長 １，３６－１，３６－２，３６－７

字本道 １－３，１－５，３－２，８，１０－１
４６－２，４８－１，５６－１
５６－２
（３－２は１,８０７㎡の内４５０㎡）
（４６－２は１６５㎡の内２０.５４㎡）
（４８－１は１,２６７㎡の内
　３２.６８㎡）

字野房 １－１
（１－１は７５７㎡の内３１３.３１㎡）

字紫蘭墾 ３５－１

字境野 １４－１
（１４－１は５０６㎡のうち７９．４４㎡）

字東溜リ ２４，２６－３，３３－１

字野神 １４－１，１５－１，１５－２
１６－１，１６－２，１６－３
１６－４，１９－１
（１４－１は６３５㎡の内４５０㎡）
（１９－１は１,２１７㎡の内４０２㎡）

字中道 １８－３，２６－２，３３－１，３３－７

字手塚 １５－１

字経塚 １－１，６－１
（１－１は１,１９２㎡の内４４８㎡）

　県道和田島赤石線，坂野町
字湊２６から３２までの土
地，３３－２，３３－３，３
５から３９までの土地，坂野
町字湊ノ下３－１（旧市道和
田津線），県道大京原今津浦
和田津線，東部都市計画区
域との境界線，太田川左岸，
小松島市と阿南市の境界線，
市道坂野５４号線，市道坂野
１４号線，那賀川北岸用水坂
野東幹線，那賀川北岸用水坂
野西幹線，県道大京原今津浦
和田津線，東部都市計画区域
との境界線を順次結んで囲ま
れた区域
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ｃ－２ 坂野町 字高野 ３０－１
（３０－１の一部４５０㎡）

字大久保 １０－１，１３－１，３２－１，５８－１
６１－４，６１－５

 

字鸛ノ巣 ２－３，２９－１，３０－１，３０－２
３０－３

字か里や開 ２３－２，３４－３，３４－４，
３４－５，５０－３，５３－２
５３－３，５７－１，６１，６５－２
７７－１，７７－２
（７７－１は１,２３４㎡の内１６４㎡）

字大原 １９－２，１９－４，４５－４，４５－７
４６

字吐田 ５－４

字島の内 １９－３，１９－４，５６－６，５６－７

字楠塚 ２３，５９－１
（２３は１,３９０㎡の内１２０㎡）

字湊 ７－９，９－１，９－７，１０－４
１１－２，１２－１，１５－６，２１－１
３８，３９

字尾道 ５３－２
（５３－２は７８７㎡の内３３１㎡）

字浜田 ４３－２

字大野溜り ２４－１，３１－１，３５－１，３５－４

字南大久保 ４，５－１，６，７，１０－１，１１－１
（５－１は５１９㎡の内１６.５８㎡）
（６は１,０２０㎡の内１８３.０４㎡）
（７は７３５㎡の内１７１.２㎡）
（１０－１は５０６㎡の内５３.７９㎡）
（１１－１は１,１７７㎡の内
　４８４.０１㎡）

字風穴 １８，２２，２４，２６－２

字松の １－３，８－１，２１，２６－１，３６－３

字北大久保 ５０－１

間新田町 字ヤケ木 １５２－１，２０６－１，２１３－１

赤石町 字緑松 ４４－１
（４４－１は６６２㎡の内８０．９８㎡）
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ｃ－３

和田島町 字東大野 ２４，２８－４，２９－１，２９－２
５４－１

字前塩田 ３６－１，６２－５，７２－１
７２－３，７３－１，７４－２
９６－２，９７－２
１３２－１，１３８－１，１５２－３
（３６－１は８２６㎡の内４５０㎡）

字元開 ５３－１，５３－２，５４，７２－２
１００－１，１２１－１，１２２－１
（１００－１は１,２７４㎡の内
　４００㎡）
（１２１－１は４０２㎡の内２７０㎡）

字山のはな １５１－１

２－１，７－２，１４－５，１７－４
１７－１７，１９－１，１９－４，４２－２
４４－１，４４－３，４５－４，
４５－５，４６－１，４７－１，
４７－２，５２－３，５５－１，
５５－３，５５－５，５５－７
５６，５７－１，６１－１，６２－６，
６３，７２，７３，７６－１，
７９－６，８０－１，８１－１，
８２－１，８３－１，８７－７，
９５－１，９６－１，９７，９８－１
９９－１，１００－９，１０４，１０６
１０９－１，１１０－１
１１２－１，１１２－２，
１１３－１，１１９－１，１３３－１
１３４，１３５－５，１３７－１
１３７－３，１４１－１
１４５－１，１４５－２
１４５－８，１４５－９，１４５－１０
１４５－１８，１４５－２３，１４５－２６
１５０－１，１５０－３，１５３－１
１５４－３
（４４－１は１１６０㎡の内１１０２．５１
㎡）
（４４－３は７３３㎡の内４１１．４２㎡）
（４６－１は８３４㎡の内８２０．２１㎡）
（６３は８１５㎡の内４５０㎡）
（１１９－１は４６５㎡の内２７２㎡）
（１３３－１は１６８㎡の内８３㎡）

字浜塚 １０８－３，１０９－１，１０９－３
１１０－３，１１０－４，１１３－６
１１６－２，１１８－２，１１９－１
１２５－１，１２９，１３０－１
１３０－２，１３１－１，１３２－３

坂野町 字高塚 ４－１
（４－１は９７７㎡の内１７３.７０㎡）

　幹線和田島線，幹線網代東
浜手線，市道和田島３０号線
和田島町字東浜手８６－１
８８，７４，７６－１
７７－１（旧市道梅井利線）
坂野地区海岸堤，小松島市と
阿南市の境界線，太田川右
岸，県道和田島赤石線で順次
結んで囲まれた区域

　和田島町字元開と和田島町
字東新開の境界，市道和田島
３０号線に囲まれた区域
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ｃ－４ ・現況山林原野

和田島町 字山のはな ６１，１２０－１，１３８－４

字塚ノ間 ３５，４０，４２，６３－１
（３５は２７３㎡の内１０２.７８㎡）
（４２は７００㎡の内６５０.３９㎡）

字勢以元 ４９－１，５３－１，９８－２，１００－
１，１００－２，１０１－１，１０１－２，
１３５

字西林 １－８，１２－１，１２－７，１３－３
１４－２，２５，３０－１，３５－２
５４－１１，５８，６４，６６
１５２－１，１５２－２，１５８

字西浜手 １－１，２６－１，４４－１，７２－１６

字平見 １０，１３－１，１３－３，６０－１
６０－２，６０－３，６５－３，６７－１
（１３－１は８２９㎡の内４００㎡）

字浜塚 ５５－２，５７－１，７３－１，１０７－１
１１２－１，１１６－１，１１７－１

Ｃ－５

和田島町 字東新開 ３３－１，３７－５，３９－１，３９－３
６３－８，８５－１，１０６－２
１０９－１，１１６，１１８，１３４－４
１４０－１，１５７，１６５－７，
１６５－９，１７２－４
（１４０－１は５０６㎡の内１．４１㎡）
（１５７は８５４㎡の内１６．７２㎡）

　市道和田島５０号線，和田
島町字浜田１２１－１
１２０－３，１２２－３
１２６－２５，１２６－６８
１２６－６７，１２０－５４
１２６－８５，坂野地区海岸
堤
和田島町字東浜手７８，８１
８９－３，９３－１
８９－２，１０２
１１０－２，１１１－１（旧
市道梅井利線），市道和田島
３０号線，幹線網代東浜手線
幹線和田島線，市道和田島
６０号線で順次結んで囲まれ
た区域

・市道和田島５０号線道路敷地から南側５０ｍの区域内の土地
　
・和田島町字浜田１２１－１，１２０－３，１２２－３
１２６－２５，１２６－６８，１２０－６７，１２０－５４
１２６－８５を順次結んだ線（旧市道和田島横貫線）から南側５０
ｍの区域内の土地

・坂野地区海岸堤から西側５０ｍの区域内の土地

・市道和田島６０号線道路敷地から東側５０ｍの区域内の土地

・現況山林原野

　県道和田島赤石線，東部都
市計画区域，和田島町字西浜
手と和田島町字西林との境界
線，市道和田島４５号線，市
道和田島４７号線，幹線和田
島線を順次結んで囲まれた区
域
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地図記号
区域番号

区　域　の　範　囲 備 考除　外　す　る　土　地

Ｃ－５ 字明神東 ５－３，７－１，７－２，８－１，９
１０－１，１１，２１－２４，２２－１
２２－３，４７－１１，５６－１０
６２－６，６２－８，７９－３，７９－４
８８－２，９０－３，９１，９８
１０２－１，１０４－２，１０６－２
１１０－１６，１１３－７，１１８－５
１２３－５，１２６－１，１２７－１
１４１－１，１４１－２，
１４２－１，１４２－３，１４２－４
１４６－３，１４９－１，１４９－２
（６２－８は５６１㎡の内３５０㎡）
（９８は９１０㎡の内１５８.１３㎡）

字明神北 １－８，１－９，１４－１，１５－１
１５－２，１６－１，１６－２
２５－４，２８－４，３３－２，３４
４０－１，５０－３，５６，６１－２
６３－１，７３，７８－２，７９，８０－１
１０５，１２４，１３６

字勢以元 ９７－２，９８－１，１４９，１５４

字外開 ８－４，１７－１，３４－３，３９－２
３９－３，８７－２，９４－３

字浜田 １－１４，１－１５，１－３７
１－４５，１－５１，１－５６
１－５７，１１－２，１１－３，１１－４
１４－１，４５－１，１０６－４
１１０－２，１１０－４，１１０－５
１１０－１４

字西林 １－１，１－１７，１－６３，１１－２
１２－１０，１４－１，１８－８，１９
２１－１，２１－２，２１－７，５１－１
８１，８３
（２１－１は９５３㎡の内１３９㎡）
（２１－２は１７７㎡の内５６㎡）
（２１－７は６７０㎡の内１３４㎡）
（５１－１は３,０８０㎡の内６００㎡）

字東浜手 ５４－１，５５－１，５８－１，５９
６０，６２－１，６３－１，９５－１
１０８－１
（１０８－１は６９５㎡の内４４７㎡）
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（２）用途区分

Ａ － １ 農地：全区域 12.74

Ａ － ２ 農地：全区域 119.75

Ａ － ３ 農地：全区域 32.98

Ａ － ４ 農地：全区域 114.01

Ａ － ５ 農地：全区域 26.63

Ａ － ６ 農地：全区域 53.19

Ａ － ７ 農地：全区域 26.10

Ａ － ８ 農地：全区域 27.65

Ａ － ９ 農地：全区域 94.82

 Ａ －１０ 農地：全区域 109.57

 Ａ －１１ 農地：全区域 87.96

Ｂ － １ 農地：全区域 13.56

Ｂ － ２ 農地：全区域 23.10

Ｂ － ３ 農地：全区域 55.41

Ｂ － ４ 農地：全区域 143.36

Ｂ － ５ 農地：全区域 114.02

Ｂ － ６ 農地：全区域 51.70

Ｂ － ７ 農地：全区域 21.16

Ｂ － ８ 農地：全区域 76.04

Ｂ － ９ 農地：全区域 87.75

 Ｂ －１０ 農地：全区域 2.48

農地：下記農業用施設用地として区分した区域以外の区域
農業用施設用地：坂野町字シヅ田4，5-1，坂野町字松木21-1
                坂野町字楠木33，34，36-1，81，82，83，84
                85，86，91，92，95，96

Ｃ － ２ 農地：全区域 132.10

Ｃ － ３ 農地：全区域 37.91

Ｃ － ４ 農地：全区域 34.75

Ｃ － ５ 農地：全区域 63.22

計 1821.18

 　　　  ※　各区域において，小数点第３位を四捨五入しているため，計が一致しない。

  下表「地区及び区域番号」に係る農用地区域内の農業上の用途は「用途区分」欄に掲げるとおりと
する。

地区 区域番号 用　途　区　分 面積（ha）

Ｃ － １ 259.23
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